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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとに挟まれた吸収体を
有する吸収性物品であって、
　前記表面シートの厚み中間位置に、下記化合物Ｃ１及び下記化合物Ｃ２から選ばれる１
又は複数の化合物の配置部を有しており、
　前記表面シートの面積に占める、前記配置部の面積率が、前記表面シートの厚み中間位
置よりも、前記表面シートの着用者肌側を向く面において小さく、前記厚み中間位置の前
記配置部における配置部ＯＰＵが４．５質量％以下である、吸収性物品。
　［化合物Ｃ１］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上であり、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下である化合物。
　［化合物Ｃ２］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きく、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力
が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物。
【請求項２】
　前記表面シートが、複数の繊維層が熱融着によって接合された積層シートからなる、請
求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
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　表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとに挟まれた吸収体を
有する吸収性物品であって、
　前記表面シートの前記吸収体側に、下記化合物Ｃ１及び下記化合物Ｃ２から選ばれる１
又は複数の化合物の配置部を有しており、
　前記表面シートの面積に占める、前記配置部の面積率が、前記吸収体側を向く面よりも
、前記表面シートの着用者肌側を向く面において小さく、前記吸収体側を向く面の前記配
置部における配置部ＯＰＵが１４．４質量％以下である、吸収性物品。
　［化合物Ｃ１］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上で、水溶解度が
０ｇ以上０．０２５ｇ以下である化合物。
　［化合物Ｃ２］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きく、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力
が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物。
【請求項４】
　前記配置部を有する領域には、前記化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２の非配置部がさらに
設けられている、請求項１～３のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記表面シートの着用者肌側を向く面に前記配置部が無い、請求項１～４のいずれか１
項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記配置部の面積率は、前記表面シートの厚み中間位置又は前記表面シートの前記吸収
体側を向く面において、５％以上７５％以下である、請求項１～５のいずれか１項に記載
の吸収性物品。
【請求項７】
　前記化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２から選ばれる１もしくは複数の化合物の粘度は、０
ｃｐｓ以上６０００ｃｐｓ以下である、請求項１～６のいずれか１項に記載の吸収性物品
。
【請求項８】
　前記表面シートが親水化剤を含み、該親水化剤の配置量が、前記表面シートの着用者肌
側を向く面よりも、前記表面シートの吸収体側を向く面において多い、請求項１～７のい
ずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　熱融着性繊維を有する第１繊維層の片面に、下記化合物Ｃ１及び下記化合物Ｃ２から選
ばれる１又は複数の化合物を付与する工程と、
　前記第１繊維層の、前記化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２から選ばれる１又は複数の化合
物を付与した面に、熱融着性繊維を有する第２繊維層を積層する工程と、
　前記熱融着性繊維の融点以上の温度での熱処理によって前記第１繊維層と前記第２繊維
層とを熱融着によって接合する工程とを有する、吸収性物品の表面シート用不織布の製造
方法。
　［化合物Ｃ１］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上で、水溶解度が
０ｇ以上０．０２５ｇ以下である化合物。
　［化合物Ｃ２］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きく、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力
が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物。
【請求項１０】
　前記化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２から選ばれる１もしくは複数の化合物を付与する工
程において、前記化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２から選ばれる１もしくは複数の化合物を
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親水化剤と混合した状態で塗布処理を行う、請求項９記載の吸収性物品の表面シート用不
織布の製造方法。
【請求項１１】
　請求項９又は１０記載の製造方法によって製造される吸収性物品の表面シート用不織布
を表面シートとして用い、該表面シートの一方の面側に吸収体及び裏面シートを積層して
接合する工程を有する、吸収性物品の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生理用ナプキン等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、吸収性物品の肌に触れる表面シート等に用いられる不織布について、ドライ性な
ど着用感を高める提案がされてきた。例えば、特許文献１には、液膜開裂剤によって、不
織布の繊維間の狭空間に生じる液膜を開裂し、不織布における液残りを低減できることが
記載されている。これにより、不織布のドライ性を大きく向上させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１１７９８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明者らは、特許文献１記載の液膜開裂剤を用いて、表面シートとなる不織布の液残
り低減の向上を実現できた。
　一方、吸収性物品の表面シートにおいて、着用者の肌に接触する液膜開裂剤の量が多す
ぎると肌のべたつき感が生じやすくなることがあり、良好な肌触りの観点から改善の余地
があった。
【０００５】
　本発明は、上記の液膜開裂剤を用いて、液残り低減と肌のべたつき感の低減とを同時に
実現し得る吸収性物品に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとに挟まれ
た吸収体を有する吸収性物品であって、前記表面シートの厚み中間位置に、液膜開裂剤の
配置部を有している、吸収性物品を提供する。
　また、本発明は、表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとに
挟まれた吸収体を有する吸収性物品であって、前記表面シートの厚み中間位置に、下記化
合物Ｃ１及び下記化合物Ｃ２から選ばれる１又は複数の化合物の配置部を有している、吸
収性物品を提供する。
　［化合物Ｃ１］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上であり、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下である化合物。
　［化合物Ｃ２］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きく、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力
が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物。
【０００７】
　さらに、本発明は、表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートと
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に挟まれた吸収体を有する吸収性物品であって、前記表面シートの前記吸収体側に、液膜
開裂剤の配置部を有している、吸収性物品を提供する。
　また、本発明は、表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとに
挟まれた吸収体を有する吸収性物品であって、前記表面シートの前記吸収体側に、下記化
合物Ｃ１及び下記化合物Ｃ２から選ばれる１又は複数の化合物の配置部を有している、吸
収性物品を提供する。
　［化合物Ｃ１］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上で、水溶解度が
０ｇ以上０．０２５ｇ以下である化合物。
　［化合物Ｃ２］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きく、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力
が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物。
【０００８】
　加えて、本発明は、熱融着性繊維を有する第１繊維層の片面に液膜開裂剤を付与する工
程と、前記第１繊維層の前記液膜開裂剤を付与した面に、熱融着性繊維を有する第２繊維
層を積層する工程と、前記熱融着性繊維の融点以上の温度での熱処理によって前記第１繊
維層と前記第２繊維層とを熱融着によって接合する工程とを有する、不織布の製造方法を
提供する。
　また、本発明は、熱融着性繊維を有する第１繊維層の片面に、下記化合物Ｃ１及び下記
化合物Ｃ２から選ばれる１又は複数の化合物を付与する工程と、前記第１繊維層の、前記
化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２から選ばれる１又は複数の化合物を付与した面に、熱融着
性繊維を有する第２繊維層を積層する工程と、前記熱融着性繊維の融点以上の温度での熱
処理によって前記第１繊維層と前記第２繊維層とを熱融着によって接合する工程とを有す
る、不織布の製造方法を提供する。
　［化合物Ｃ１］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上で、水溶解度が
０ｇ以上０．０２５ｇ以下である化合物。
　［化合物Ｃ２］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きく、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力
が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の吸収性物品は、液残り低減と肌のべたつき感の低減とを同時に実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る吸収性物品の好ましい実施形態を示す一部切欠斜視図である。
【図２】本実施形態の吸収性物品における表面シートの好ましい態様を部分的に拡大して
模式的に示す一部断面斜視図である。
【図３】図２に示す表面シートについて、液膜開裂剤の配置部を厚み中間位置に設けた態
様を示す説明図である。
【図４】図２に示す表面シートについて、液膜開裂剤の配置部を表面シートの吸収体側を
向く面に設けた態様を示す説明図である。
【図５】液膜開裂剤が不織布の平面方向へマクロの拡張をして、擬似経血の液膜に対する
開裂作用の結果を示す図面代用写真であり、（Ａ）は液膜開裂剤を配置しない不織布の状
態を示し、（Ｂ）は液膜開裂剤の配置部を、配置部の繊維質量に対する塗布液の配置割合
（配置部ＯＰＵ：Ｏｉｌ　Ｐｅｒ　Ｕｎｉｔ）０．４質量％で直径０．８ｍｍのドット状
に形成した不織布の状態を示し、（Ｃ）は、（Ｂ）に示した配置部の繊維質量に対する塗
布液の配置割合（配置部ＯＰＵ）を８．０質量％に増加させた不織布の状態を示している
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。
【図６】（Ａ）は、液膜開裂剤が表面シートの厚み方向へのマクロの拡張によって、擬似
経血の液膜に対する開裂作用することを確認するための試験の内容を示す説明図であり、
（Ｂ）は（Ａ）における表面シートの吸収体側を向く面に液膜開裂剤の配置部を形成した
状態を示す説明図である。
【図７】図６に示す試験の結果を示す図面代表写真であり、（Ａ）は擬似経血を注入した
直後の表面シート１の表面１Ａの状態を示し、（Ｂ）は２０秒後、（Ｃ）は３０秒後を示
している。
【図８】本実施形態の吸収性物品における表面シートの別の好ましい態様を部分的に拡大
して模式的に示す一部断面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明に係る吸収性物品について、その好ましい実施形態としての生理用ナプキン１０
を示し、図面を参照しながら以下に説明する。
　本発明においては、特に断らない限り、人体に接触する側（着用者肌側）を肌側、肌当
接面側又は表面側といい、これと反対側を非肌側、非肌当接面側又は裏面側という。着用
時に人体の前側に位置する方向を前方といいその端部を前端部とし、後側に位置する方向
を後方といいその端部を後端部として説明する。また、吸収性物品の表面又は裏面の法線
方向を厚み方向といいその量を厚みという。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態の生理用ナプキン１０（以下、単にナプキン１０ともい
う。）は、肌当接面側に配置される表面シート１、非肌当接面側に配置される裏面シート
２、及び表面シート１と裏面シート２とに挟まれた液保持性の吸収体３を有する。さらに
、生理用ナプキン１０の肌当接面側には、表面シート１から吸収体３にかけて圧搾した防
漏溝５が配されており、該防漏溝５は平面視、環形状をなしている。なお、防漏溝５は任
意に配設でき、その形状及び数も使用目的等に応じて適宜設定することができる。また、
ナプキン１０においては、他の構成部材を含んでもよい。例えば、表面シート１と吸収体
３との間に液拡散性の中間シートを含んでもよく、ナプキン１０の長手方向両側に着衣に
固定するための一対のウイング部を有していてもよい。
【００１３】
　ナプキン１０は、縦方向（Ｙ方向）と、該縦方向と直交する横方向（Ｘ方向）とを有す
る、縦長形状である。ナプキン１０は、表面シート１側を着用者の肌当接面側に向け、か
つ、その縦方向を下腹部側から臀部側にかけて配し、その幅方向を左右の足をつなぐライ
ンに沿う方向に向けて配して着用される。この着用状態に対応して、ナプキン１０は縦方
向（Ｙ方向）に、着用者の排泄部を覆う股下部Ｃ、股下部Ｃよりも前方の下腹部側に対応
する前方部Ｆ、後方の臀部側に対応する後方部Ｒを有する。ナプキン１０の股下部Ｃには
、幅方向中央に、排泄液を直接受ける受液領域Ｑ１がある。受液領域Ｑ１、すなわち股下
部Ｃの「幅方向中央」とは、吸収性物品が生理用ナプキンの場合は該生理用ナプキンの幅
方向においては、該幅方向の長さを２等分する線から、左右幅方向２．５ｃｍ以下の領域
であり、長手方向においては、股下部Ｃの長手方向全域に配された領域である。ここで、
股下部Ｃは、夜用ナプキンの場合は該ナプキンを長手方向に四分割した前から２番目の領
域であり、昼用ナプキンの場合は該ナプキンを長手方向に三分割した中央の領域である。
また、上記の受液領域Ｑ１は、吸収性物品がおむつの場合は、該おむつの幅方向において
は、該幅方向の長さを２等分する線から、左右の幅方向３．５ｃｍ以下の領域であり、長
手方向においては、おむつの縦方向を２等分する線から、前方部Ｆ方向８．０ｃｍ以下の
領域である。吸収性物品が尿取りパッドや失禁パッドである場合は、昼用ナプキンと同様
である。本実施形態においては、受液領域Ｑ１は、股下部における防漏溝５で囲まれた領
域である。
【００１４】
　股下部Ｃ、前方部Ｆ及び後方部Ｒの区分位置は、使用目的等によって設定される吸収性
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物品の長さに応じて適宜設定され得る。本実施形態の生理用ナプキン１０は、昼用などと
して設定される形状の例を示しており、縦方向の長さを約３等分して、前方部Ｆ、股下部
Ｃ及び後方部Ｒが設定されている。これとは異なる具体例としては、例えば夜用などとし
て、臀部を覆う幅広の後方フラップを有し、後方部Ｒが前方部Ｆ及び股下部Ｃよりも長く
された形状がある（図示せず）。この場合、股下部Ｃはナプキンの前方寄りとなり、例え
ばナプキンを長手方向に４等分に区分した前方部Ｆから２番目の領域が股下部Ｃに相当し
得る。ナプキン１０がどのような形状であっても一般的には、股下部Ｃは、前方部Ｆから
の一定の距離の位置にある部位として設定され得る。
【００１５】
　表面シート１は、吸収体３よりも肌側にあって着用者の肌に当接する繊維シートからな
る。繊維シートは、繊維同士の熱融着による接合によってシートの一体性を有する（例え
ば不織布）。熱融着による接合には、例えば熱融着性繊維が構成繊維として用いられる。
具体的には、熱融着性繊維が熱処理によって溶融し、溶融した成分によって繊維同士が融
着される。この場合、前記溶融は、融着される両方の繊維に生じていてもよく、一方の繊
維のみに生じていてもよい。前記熱処理としては、熱風処理（エアスルー処理）やエンボ
ス圧着処理などが挙げられる。
　繊維シートが複数の繊維層からなる積層シートである場合、各繊維層内だけでなく、繊
維層同士が前記熱融着によって、又は接着剤によって接合されている。すなわち、繊維層
間の境界面において、両繊維層の繊維同士が熱融着によって、又は接着剤によって接合さ
れている。この場合、繊維シートとしての一体性が保持される限り、繊維層同士は全面で
接合されていてもよく、部分的に接合されていてもよい。繊維層間の接合には、排泄液を
表面シートから吸収体へと素早く通液させる観点、表面シートの柔らかな肌触りを維持す
る観点から、接着剤による接合がなく、熱融着のみによって接合されていることが好まし
い。
【００１６】
　表面シート１が、両繊維層の繊維同士が熱融着のみによって接合されている積層シート
からなる場合、例えば次の（Ｎ１）～（Ｎ４）のようなものが挙げられる。
（Ｎ１）２つの繊維ウエブ（繊維の融着が生じていない状態の繊維層）が積層されて、繊
維が溶融し得る温度の熱風処理によって形成された積層不織布。
（Ｎ２）不織布（繊維の融着接合が形成された状態の繊維層）に繊維ウエブが積層され、
不織布と繊維ウエブとがエンボス圧着処理によって融着接合され、さらに繊維の溶融点よ
りも高い温度の熱風処理によって繊維層間が接合された積層不織布。
（Ｎ３）不織布に繊維ウエブが積層され、不織布と繊維ウエブとがエンボス圧着処理によ
って融着接合され、さらに繊維の溶融点よりも低い温度の熱風処理が施された積層不織布
。
（Ｎ４）溶融樹脂を紡糸してなる長繊維層に別の長繊維が紡糸・積層され、エンボス圧着
処理によって接合された積層不織布。
　上記（Ｎ１）及び（Ｎ２）では、繊維層同士が熱風処理によって全面で接合されている
。上記（Ｎ３）及び（Ｎ４）では、繊維層同士が主にエンボス圧着処理された部分で接合
されている。
【００１７】
　表面シート１は、全体として親水性を有し、体液の排泄を受けて内部の吸収体３へと液
を素早く引き込む液透過性を有する。表面シート１の形状としては、吸収性物品に通常用
いられる種々の形態を特に制限なく採用することができる。例えば、国際公開第２０１６
／０９８７９６号の明細書の段落［０１００］～［０１１０］、図３～１１に記載した不
織布などが挙げられる。
【００１８】
　本実施形態においては、図２に示すように、表面シート１の表面（着用者肌側を向く面
であり肌当接面）１Ａ側及び裏面（吸収体側を向く面であり非肌当接面）１Ｂ側が凹凸形
状にされている。より具体的には、肌側の繊維層（以下、肌側層ともいう。）１７と非肌
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側の繊維層（以下、非肌側層ともいう。）１８とが積層された構造を有する。両層は部分
的に凹状接合部１９によって接合されている。凹状接合部１９は、エンボス圧着処理によ
る繊維同士の熱融着によって形成されている。
　本実施形態の表面シート１においては、表面１Ａが凹凸形状であることにより、肌と表
面シート１との接触面積が低減され、肌のべたつき感やムレ感が抑制されてドライ感に優
れたものとなる。また、凹凸形状における凸部１７Ｐが繊維で満たされたドーム状である
と、肌に触れたときのクッション性が高くなり好ましい。
【００１９】
　図２に示すような表面シート１は、特開２０１５－１１０８４６号公報明細書の段落［
００１０］～［００５５］に記載の繊維構造を有することが好ましい。具体的には、非肌
側層１８に螺旋状捲縮繊維を含み、非肌側層１８の繊維密度が肌側層１７の繊維密度より
も高くされる構造である。この構造によって、表面シート１は、毛管圧差による素早い液
透過性と嵩高で高いクッション性とを備えるものとなる。これにより、後述する液膜開裂
剤の液残り低減作用を更に高めることができる。
【００２０】
　表面シート１は、液膜開裂剤の配置部１１を有している。配置部１１は、図３に示すよ
うな配置又は図４に示すような配置とされている。表面シート１は配置部１１を平面方向
において、全体に有していてもよく、一部に有していてもよい。一部にある場合、ドライ
性の観点から、少なくとも受液領域Ｑ１に配置部１１があることが好ましい。液膜開裂剤
の配置部１１は、ナプキン１０の装着位置がズレたり、排泄液の量が体調により増加した
りして、排泄液が受液領域Ｑ１から外に拡散する可能性を考慮すると、排泄液がいかなる
位置にきても液残りを低減させる観点からは、表面シート１の平面方向の全体にあること
が好ましい。一方、べたつき感の抑制の観点では、受液領域Ｑ１だけにあることが好まし
い。その際、平面方向全体又は受液領域Ｑ１全体に配置部１１がパターン配置されていて
もよく、全体が配置部１１とされていてもよい。前記パターン配置とは、複数の配置部１
１同士を互いに離間させ、規則的に配置させることである。この場合、配置部１１と後述
する非配置部１２とを表面シート１の平面方向に交互に配置することが好ましい。
【００２１】
　図３においては、表面シート１の厚み中間位置１３に、液膜開裂剤の配置部１１がある
。配置部１１は、厚み中間位置１３において、表面シート１の平面方向に複数ある。
　図４においては、表面シート１の裏面１Ｂ側（吸収体側）に液膜開裂剤の配置部１１が
ある。配置部１１は、裏面１Ｂ側において、表面シート１の平面方向に複数ある。
　なお、配置部１１以外の部分は、液膜開裂剤が配置されていない部分であり、この部分
を液膜開裂剤の非配置部１２として示す。
　表面シート１を厚み方向に約３等分に区分したときに、配置部１１が、最も肌側に近い
区分である肌側層表面側の層にある場合は表面１Ａ側、最も肌側層から遠い区分である非
肌側層表面側の層にある場合は裏面１Ｂ面側（吸収体側）、真ん中の区分の層にある場合
は厚み中間位置１３に液膜開裂剤の配置部１１があると判断する。
【００２２】
　図３及び４においては、配置部１１の配置位置の理解のため、配置部１１に模様を付し
て示しているが、実際には目視によって配置部１１を判別できるとは限らない。また、図
３及び４においては、配置部１１を円形状にして、互いに離間して示している。しかし、
配置部１１の配置間隔や数などの具体的態様は、これに限定されるものではなく、液残り
の低減効果の観点から適宜設定し得る。
【００２３】
　図３の場合、配置部１１にある液膜開裂剤は、体液が表面シート１を透過する経路の途
中に存在する。また、図４の場合、配置部１１にある液膜開裂剤は、体液が表面シート１
から吸収体３側へと移行する出口付近に存在する。いずれの場合も、液膜開裂剤は、配置
部１１の位置から拡張（移行）して、体液に対して後述の液膜開裂作用をすることになる
。この拡張作用については後述する。
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【００２４】
　ここで「表面シート１の厚み中間位置１３」とは、表面１Ａの表面及び裏面１Ｂの表面
よりも内方の部分をいう。この厚み中間位置１３としては、表面シートの厚みを３等分し
た中央部分の領域であることが好ましく、厚み幅の中心付近であることがより好ましい。
表面１Ａ及び裏面１Ｂが凹凸形状にされている場合、厚み中間位置１３は、該凹凸形状に
沿った表面１Ａの表面及び裏面１Ｂの表面よりも内方の位置となる。
　また、図３に示すように、表面シート１が複数の繊維層を積層してなるものである場合
、厚み中間位置１３は繊維層間の境界面とすることができる。繊維層間の境界面に配置部
１１がある場合、配置部１１は、隣接する繊維層双方の対向面のうちいずれの側の面にあ
ってもよい。図３に示す表面シート１においては、肌側層１７の非肌側層１８との対向面
１７Ａ、非肌側層１８の肌側層１７との対向面１８Ａのいずれの面に配置部１１があって
いてもよく、両方の対向面に配置部１１があってもよい。なお、表面シートが複数の繊維
層からなる場合、図３のように２層に限らず、３層以上であってもよい。３層以上を有す
る場合、配置部１１は、少なくともいずれかの境界面にあればよく、１つの界面にあって
もよく、複数の境界面にあってもよい。また、３層以上を有する場合、表面及び裏面の繊
維層に挟まれた繊維層の内部に配置されていてもよい。
【００２５】
　「表面シート１の厚み中間位置１３」への配置部１１の形成は、表面シート１となる繊
維シートの製造工程の中で通常用いられる種々の方法によって行うことができる。
　例えば、表面シート１が単層の繊維層（不織布）からなる場合、熱融着性繊維を含む繊
維ウエブを形成する積繊処理の途中で、液膜開裂剤を付与する（配置させる）方法がある
。この場合、液膜開裂剤の付与後に残りの必要な積繊処理を行い、熱融着性繊維の融点以
上の温度での熱処理によって、繊維同士を融着し、繊維ウエブを不織布化する。
　また、表面シート１が複数の繊維層（不織布）からなる場合、例えば、２層からなる場
合は下記（Ｐ１）～（Ｐ３）の処理工程を行うことによって該不織布を製造することがで
きる。
（Ｐ１）熱融着性繊維を有する第１繊維層の片面に液膜開裂剤を付与する（配置させる）
工程。
（Ｐ２）第１繊維層の液膜開裂剤を付与した（配置させた）面に、熱融着性繊維を有する
第２繊維層を積層する工程。
（Ｐ３）前記熱融着性繊維の融点以上の温度での熱処理によって、第１繊維層と第２繊維
層とを熱融着によって接合する工程。
　なお、上記「第１繊維層」及び「第２繊維層」は、不織布、繊維ウエブ、長繊維層など
種々の繊維集合体を意味する。「第１繊維層」と「第２繊維層」とは互いに、同じ形態の
ものを積層してもよく、異なる形態のものを積層してもよい。また、上記（Ｐ３）の「熱
融着性繊維の融点以上の温度での熱処理」は、エンボス圧着処理及び熱風処理のいずれか
一方であってもよく、両方であってもよい。エンボス圧着処理を行う場合、その後に、「
熱融着性繊維の融点以上の温度」ではなく、熱融着性繊維の「融点以下」の温度での熱風
処理を行ってもよい。また、上記（Ｐ１）の工程において、液膜開裂効果を有する化合物
として、後述の化合物Ｃ１及び化合物Ｃ２から選ばれる１又は複数の化合物を用いてもよ
い（以下、本明細書では便宜上「液膜開裂剤」とまとめて呼ぶ）。さらに、上記（Ｐ１）
の工程において、前記液膜開裂剤と後述の親水化剤とを混合した状態で塗布処理してもよ
い。
【００２６】
　上記のようにして製造された不織布は、表面シートとして適切な大きさに裁断されて成
形される。該表面シートは、通常の方法により、吸収性物品の他の構成部材と積層し接合
する工程を経て、吸収性物品となる。具体的には、表面シートの一方の面側（裏面側）に
吸収体、裏面シートをこの順に積層し接合して吸収性物品を形成する。なお、上記の構成
部材の他、他の部材を組み込む工程があってもよい。例えば、横漏れ防止のためのサイド
シートを表面シートの長手方向両側に積層したり、裏面シートの非肌側に吸収性物品を着



(9) JP 6539768 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

衣へ固定するための粘着部を形成したり、着衣に巻き付けて吸収性物品を固定するための
ウイング部となる部材を組み込んだり、表面シートと吸収体との間に液拡散性のセカンド
シートを介在させる工程等があってもよい。
【００２７】
　表面シート１に含まれる液膜開裂剤とは、下記（液膜を消失させる性質）を有する剤で
ある。具体的には、液、例えば、経血等の高粘性の液や尿などの排泄液（体液）が不織布
に触れて不織布の繊維間ないしは繊維表面に形成される液膜を開裂させたりして、液膜の
形成を阻害する剤をいう。液膜開裂剤は、形成された液膜を開裂させる作用と、液膜の形
成を阻害する作用とを有する。前者は主たる作用、後者は従たる作用ということができる
。例えば、液膜開裂剤は、国際公開第２０１６／０９８７９６号の明細書の段落［００２
４］、［００２５］、図１及び２に記載したような作用をする。このように液膜開裂剤は
、液膜の表面張力を下げるなどの液改質をするのではなく、繊維間や繊維表面に生じる液
膜自体を押しのけながら開裂し、阻害することで不織布中からの液の排液を促す。
【００２８】
（液膜を消失させる性質）
　本発明で用いられる液膜開裂剤は、液膜を消失させる性質を有しており、斯かる性質に
より、該液膜開裂剤を、血漿成分を主体とする試験液又は人工尿に適用した場合に、液膜
消失効果を発現し得る。人工尿は、尿素１．９４０質量％、塩化ナトリウム０．７９５質
量％、硫酸マグネシウム０．１１１質量％、塩化カルシウム０．０６２質量％、硫酸カリ
ウム０．１９８質量％、赤色２号（染料）０．００５質量％、水（９６．８８２質量％）
及びポリオキシエチレンラウリルエーテル（０．００７質量％）の組成を有する混合物を
、表面張力を５３±１ｍＮ／ｍ（２３℃）に調整したものである。
　前記試験液は、馬脱繊維血液（株式会社日本バイオテスト製）から抽出された液体成分
である。具体的には、１００ｍＬの馬脱繊維血液を温度２２℃、湿度６５％の条件下で１
時間静置すると、該馬脱繊維血液は上層と下層とに分離するところ、この上層が前記試験
液である。上層は主に血漿成分を含み、下層は主に血球成分を含む。上層と下層とに分離
した馬脱繊維血液から上層のみを取り出すには、例えばトランスファーピペット（日本マ
イクロ株式会社製）を用いることができる。
　ここでいう液膜消失効果には、試験液又は人工尿から形成される液膜によって空気が抱
えこまれた構造体について、該構造体の液膜形成を阻害する効果と、形成された該構造体
を消失させる効果との双方が含まれ、少なくとも一方の効果を発現する剤は、液膜消失効
果を発現し得る性質を有していると言える。具体的には、ある剤が前記の「液膜を消失さ
せる性質」の程度は、当該剤が適用された前記試験液又は人工尿から形成される前記構造
体が発生しやすい状態にした場合の、該構造体即ち液膜の量の多少で判断される。すなわ
ち、前記試験液又は人工尿を、温度２５℃に調整し、その後、スクリュー管（株式会社マ
ルエム製、Ｎｏ．５、胴径２７ｍｍ、全長５５ｍｍ）に１０ｇ入れて、標準サンプルを得
る。また、測定サンプルとして、標準サンプルと同じものに、２５℃に予め調整した測定
対象の剤を０．０１ｇ添加したものを得る。標準サンプルと測定サンプルをそれぞれ前記
スクリュー管の上下方向に２往復強く振とうした後、水平面上に速やかに載置する。この
サンプルの振とうにより、振とう後のスクリュー管の内部には、前記構造体の無い液体層
（下層）と、該液体層の上に形成された多数の該構造体からなる構造体層（上層）とが形
成される。振とう直後から１０秒経過後に、両サンプルの構造体層の高さ（液体層の液面
から構造体層上面までの高さ）を測定する。そして、標準サンプルの構造体層の高さに対
して、測定サンプルの構造体層の高さが９０％以下となった場合、測定対象の剤は液膜開
裂効果を有しているとする。
　本発明で用いられる液膜開裂剤は、前記の性質に当てはまる単一の化合物もしくは前記
の性質に当てはまる単一の化合物を複数組み合わせた混合物、又は複数の化合物の組み合
わせによって前記の性質を満たす（液膜の開裂を発現し得る）剤である。つまり液膜開裂
剤とは、あくまで前記定義によるところの液膜開裂効果があるものに限定した剤のことで
ある。したがって、吸収性物品中に適用されている化合物に、前記定義に当てはまらない
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第三成分を含む場合には、液膜開裂剤と区別する。
　なお、液膜開裂剤及び第三成分について、「単一の化合物」とは、同じ組成式を有する
が、繰り返し単位数が異なることにより、分子量が異なる化合物を含める概念である。
　液膜開裂剤としては、国際公開第２０１６／０９８７９６号の明細書の段落［０００７
］～［０１８６］に記載のものから適宜に選んで用いることができる。
【００２９】
　表面シート１が液膜開裂剤を有するとは、主に繊維の表面に付着していることをいう。
ただし、液膜開裂剤は、繊維の表面に残存する限り、繊維内に内包しているようなものや
、内添により繊維内部に存在しているようなものがあってもよい。液膜開裂剤を繊維の表
面に付着させる（付与する）方法としては、通常用いられる各種の方法を特に制限なく採
用することができる。例えば、フレキソ印刷、インクジェット印刷、グラビア印刷、スク
リーン印刷、噴霧、刷毛塗布等の塗布処理が挙げられる。これらの処理は、繊維を各種の
方法でウエブ化した後に行ってもよいし、その後、該ウエブを不織布にした後や吸収性物
品に組み込んだ後に行ってもよい。液膜開裂剤が表面に付着した繊維は、例えば、熱風送
風式の乾燥機により、繊維樹脂の融点より十分に低い温度（例えば１２０℃以下）で乾燥
される。また、前記付着方法を用いて繊維へ付着させる場合、必要により液膜開裂剤を溶
媒に溶解させた液膜開裂剤を含む溶液、乳化液又は分散液の状態した塗布液として用いて
もよい。液膜開裂剤は、不織布において後述する液膜開裂効果を有するためには、液膜開
裂剤が体液に触れた際に液状として存在する必要がある。この点から、液膜開裂剤が含む
化合物の融点は４０℃以下であることが好ましく、３５℃以下であることがより好ましい
。さらに、本発明に係る液膜開裂剤が含む化合物の融点は－２２０℃以上が好ましく、－
１８０℃以上がより好ましい。
【００３０】
　次に、液膜開裂剤の作用について、本実施形態における配置との関係で以下に説明する
。
【００３１】
　液膜開裂剤は、前述のとおり、配置部１１における繊維間及び繊維上の液膜に対して拡
張性を発揮して開裂させる。さらに液膜開裂剤は、その拡張性によって配置部１１の位置
から表面シート１の他の領域（配置部でない領域、即ち非配置部１２）に移動して、液膜
開裂作用を発現する。前者をミクロの拡張といい、後者をマクロの拡張という。液膜開裂
剤のマクロの拡張は、表面シート１の平面方向及び厚み方向のいずれの方向においても発
現される。
【００３２】
　液膜開裂剤のマクロの拡張が平面方向に生じることから、液膜開裂剤の配置部１１の面
積率を低く抑えることができる。すなわち、表面シート１における配置部１１を有する領
域において、非配置部１２が更に設けられ、配置部１１と非配置部（液膜開裂剤が配置さ
れていない部分）１２とを平面方向に混在させることができる。なお、配置部１１を有す
る領域とは、表面シート１の厚み中間位置１３における平面方向又は表面シート１の裏面
１Ｂ（吸収体側を向く面）における、表面シート１の平面方向全体の領域を指す。
【００３３】
　平面方向へのマクロの拡張は、次のような実験で確認された。すなわち、前記の表面シ
ート１と同様の構造の不織布表面に液膜開裂剤の配置部（坪量１．３ｇ／ｍ２、ＯＰＵ０
．４質量％）を直径０．８ｍｍドット状に形成し、擬似経血（６．０ｇ）を滴下した。こ
のとき、液膜開裂剤を赤色の塗料で着色して配置部の範囲が確認できるようにした。着色
する色は配置部を視認できれば、青色など任意の色で着色してもよい。なお、擬似経血は
、株式会社日本バイオテスト研究所製の馬脱繊維血液を粘度８．０ｃＰに調整したもので
ある。具体的には、東機産業株式会社製のＴＶＢ１０形粘度計にて、３０ｒｐｍの条件下
で調整した。馬脱繊維血液は、放置すると、粘度の高い部分（赤血球など）は沈殿し、粘
度の低い部分（血漿）は、上澄みとして残る。その部分の混合比率を、８．０ｃＰになる
ように調整した（以下、本明細書の記載の擬似経血は特に断らない限り同様の方法によっ
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て作製したものを用いる。）。
　具体的には、吸収性物品の一例として生理用ナプキン（花王株式会社製、商品名ロリエ
エフ　しあわせ素肌　２２．５ｃｍ、２０１６年製）から、コールドスプレーを吹きかけ
て接着剤を固化させた後、丁寧に表面シートを取り除いた（なお、本明細書中において、
吸収性物品から構成部材を取り出す際は、全てこの方法を用いる。）。その表面シートの
代わりに上記の不織布を、凹凸構造の面が肌当接面側となるように積層し、内径１ｃｍの
透過孔を有するアクリル板を、該透過孔と配置部の中心が重なるように置いた。該ナプキ
ンに１００Ｐａの一定荷重を掛け、斯かる荷重下において、前記アクリル板の透過孔から
擬似経血６．０ｇを注入し、注入完了から６０秒静置後にアクリル板を取り除いた。その
後、配置部１１の直径の約５．７倍となる直径４．６ｍｍの範囲（Ｋ１）にまで、液膜開
裂剤が同心円状に拡張して液膜開裂作用を発現し、擬似経血の赤みＭ１が解消されること
が確認された（図５（Ａ）、（Ｂ）参照）。すなわち、上記不織布の配置部１１の範囲を
超えた広い範囲において、液膜として残存する擬似経血を吸収体へと透過させ、該不織布
の液残りを低減した。配置部１１における液膜開裂剤の配置量が多くなればより広い範囲
まで拡張して液膜開裂作用を発現し得る。例えば、同じ直径の配置部１１において坪量２
５．９ｇ／ｍ２（ＯＰＵ８．０質量％）とすると、配置部１１の直径の約１５倍となる直
径１２ｍｍの範囲（Ｋ２）にまで、液膜開裂剤が同心円状に拡張して液膜開裂作用を発現
し、擬似経血の赤みＭ１が解消されることが確認された（図５（Ａ）、（Ｃ）参照）。
【００３４】
　また、液膜開裂剤のマクロの拡張は厚み方向にも生じる。
　これにより本実施形態においては、液膜開裂剤は、液の流れが液注入中及び注入直後に
比べて落ち着いてくると、表面シート１の厚み中間位置１３又は裏面１Ｂ側から受液面で
ある表面１Ａ側に拡張する。受液面である表面１Ａは、厚み中間位置１３又は裏面１Ｂ側
に対して時間差で液膜開裂作用を発現する現象が生じ得る。このことから、液膜開裂剤の
配置部１１が表面１Ａになく、厚み中間位置１３又は裏面１Ｂ側にあっても、表面シート
１全体の液残りを低く抑え、高いレベルのドライ性を実現することができる。また、表面
１Ａ側において赤みの解消を確認できるため、液残りが低く抑えられていることを、着用
者は肌と目で実感することができる。
　さらに、配置部１１が厚み中間位置１３にある場合は、表面シート１の表面１Ａ方向だ
けでなく、裏面１Ｂ方向にも拡張し得る。この場合、厚み中間位置１３から表面１Ａ方向
及び裏面１Ｂ方向へと同時に拡張して、表面シート１厚み全体での液膜開裂作用が効率的
に迅速に発現し得る。そのため、配置部１１は、裏面１Ｂ側にあるよりも厚み中間位置１
３にある方が液残り低減効果がより高くなる。
【００３５】
　加えて、液膜開裂剤の配置部１１が表面シート１の厚み中間位置１３又は裏面１Ｂ側に
あることによって、肌と液膜開裂剤の配置部１１との間に表面１Ａ側の非配置部を介する
ことになり、液膜開裂剤と着用者の肌との接触機会が抑えられ、肌のべたつき感防止性が
高い。厚み中間位置１３又は裏面１Ｂ側の配置部１１における液膜開裂剤の配置部ＯＰＵ
を適宜設定することによって、液膜開裂剤の表面１Ａへの過度な拡張を制御し、液膜開裂
剤と肌との接触を好適に抑制することが可能となる。そのため、表面１Ａに配置部１１を
設けるよりも、厚み中間位置１３又は裏面１Ｂ側に設けた方が、肌のべたつき感を感じ難
くすることができる。すなわち、表面シート１は、肌に貼りついたりまとわりついたりす
る感覚が抑えられ、肌のドライ感を高く保ち得る。
【００３６】
　なお、配置部１１における液膜開裂剤の配置割合（配置部ＯＰＵ）の好ましい範囲、測
定方法は、表面シートの合計の繊維質量に対する液膜開裂剤の配置割合（以下、液膜開裂
剤の「平均ＯＰＵ」ともいう。）の好ましい範囲及び測定方法とともに後述する。
【００３７】
　さらに、表面シート１が積層シートである場合、各繊維層の形態を変えることができ、
好ましい。例えば、表面１Ａ側よりも裏面１Ｂ側の毛管圧を高くし、両面間の毛管圧差を
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大きくすることができ、単層よりも、液膜開裂剤により開裂した後の液を、吸収体３へと
引き込みやすくすることができる。毛管圧差を大きくする各繊維層の具体的な形態として
は、肌側層よりも非肌側層の坪量を増加、又は繊維径を細径化することで繊維密度を高め
たり、親水度を高めたりした形態などが挙げられる。
　また、積層シートにおいては、液膜開裂剤の配置部１１の配置パターン、液膜開裂剤の
配置割合を精度よく設定することができる。そのため、表面シート１が積層シートである
場合に、厚み中間位置１３において精度よく配置された液膜開裂剤の液膜開裂作用が、上
記の毛管圧差等による液の引き込み力と相俟って、より高い液残り低減効果が奏されて好
ましい。
【００３８】
　厚み方向へのマクロの拡張は、次のような実験で確認されている。すなわち、図２に示
す凹凸の表面シート（不織布）１において、図６（Ｂ）に示すように裏面１Ｂの凸頂部に
、液膜開裂剤の配置部１１（配置部ＯＰＵ０．４質量％）を直径０．８ｍｍドット状に形
成した。なお図５の場合と同様に、液膜開裂剤を赤色の塗料で着色して配置部の範囲が確
認できるようにした。次いで、図６（Ａ）に示すように、表面シート１を、表面１Ａを上
にして吸収体３の上に載置し、更に円筒１０１の投入口を有するアクリル板１００を試料
に載置した。次いで、擬似経血６．０ｇを注入した。液注入直後の状態（図７（Ａ））か
ら静置して、２０秒後（液の流れが落ち着いた後）（図７（Ｂ））、３０秒後（図７（Ｃ
））と時間を追うごとに、下側から表面１Ａ側へと徐々に赤みＭ１が消えていくことが確
認された（図７（Ｂ）の符号Ｋ６、図７（Ｃ）の符号Ｋ７）。すなわち、裏面１Ｂ側から
表面１Ａ側への液膜開裂剤が拡張して、表面シート１の厚み方向における擬似経血に対す
る液膜開裂作用が発現され、液膜として残存する擬似経血が吸収体へと透過されることが
確認された。
【００３９】
　液膜開裂剤のマクロの拡張の程度は、種々の要因によって決まってくる。例えば、後述
する拡張係数が大きいほど液滴内での拡張距離は長くなり高い拡張性を示す。また、配置
部１１における液膜開裂剤の配置割合が大きいほど液滴内での拡張距離は長くなり高い拡
張性を示す。
　また、液膜開裂剤は、粘度を適度に抑えることで、液滴に対する好適な高い拡張性を示
す。液膜開裂剤の配置部１１が厚み中間位置１３又は裏面１Ｂ側にある場合は、配置部１
１から受液面である表面１Ａまで厚み方向に拡張させることを考慮すると、表面１Ａにあ
る場合に比べて、液膜開裂剤は粘度を適度に抑えることが好ましい。具体的には、液膜開
裂剤の配置部１１が厚み中間位置１３又は裏面１Ｂ側にある場合の液膜開裂剤の粘度は、
０ｃｐｓ以上であって、６０００ｃｐｓ以下が好ましく、６００ｃｐｓ以下がより好まし
く、２００ｃｐｓ以下が更に好ましい。なお、粘度の単位ｃｐｓは、１ｃｐｓ＝１×１０
－３Ｐａ・ｓによって換算される。
【００４０】
（液膜開裂剤の粘度の測定方法）
　液膜開裂剤の液の粘度は、次の方法により測定することができる。
　まず液膜開裂剤を４０ｇ用意する。次に液膜開裂剤を温度２５℃、相対湿度（ＲＨ）６
５％の環境領域で音叉型振動式粘度計ＳＶ－１０（株式会社Ａ＆Ｄ製）を用いて粘度を測
定する。これを３回繰り返し、平均値を粘度として採用する。なお液膜開裂剤が固体の場
合は、液膜開裂剤の融点＋５℃まで加熱して液体に相転移させ、その温度条件のまま測定
を実施する。
　なお、繊維に付着した液膜開裂剤について測定する場合、後述する拡張係数等の測定に
おいて用いられる方法により繊維から液膜開裂剤を取り出す。この場合、上記測定にとっ
て少ない量しか取り出せない場合は、後述する拡張係数等の測定の場合と同様にして粘度
の測定を行う。
【００４１】
　以上のとおり、本実施形態においては、液膜開裂剤の上記作用によって、表面シート１
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に触れた液（体液）が、繊維間の極微小な空間等に留まることなく通過しやすくなり、表
面シート１における液残り低減をより高いレベルで実現し得る。さらには、表面シート１
の表面１Ａおける液膜開裂剤の配置を少なくし又は配置を無くしても、表面シート１の厚
み中間位置１３又は裏面１Ｂ側にある液膜開裂剤が前記マクロの拡張を発現して、表面１
Ａにある場合と同様に、表面シート１全体の液残り低減効果が得られる。また、前述のよ
うに、表面シート１の表面１Ａにおける液膜開裂剤と肌との接触が抑えられる。これによ
り、本実施形態においては、液残りの低減と肌のべたつき感の低減とを同時に実現するこ
とができる。
【００４２】
　加えて、本実施形態においては、表面シート１の表面１Ａにおける液の表面流れを好適
に抑制することができる。
　すなわち、液膜開裂剤は液膜に対する高い拡張性を有するゆえに、不織布繊維に用いら
れる従来の親水化処理剤等に比べて表面張力が小さい。そのため、液膜開裂剤が配置され
ている場合においては、液膜開裂剤が配置されていない場合に比べて、液との接触初期段
階における繊維の濡れ性がやや低減する。表面シート１の表面１Ａにおいては、液膜開裂
剤が配置されていない場合に比べ、体液（例えば経血や尿などの排泄液）の表面流れが生
じやすくなる。
　これに対し、本実施形態においては、液膜開裂剤の配置部１１を表面シート１の厚み中
間位置１３又は裏面１Ｂ側に配置している。すなわち、表面シート１の表面の親水性が液
膜開裂剤によって低減することを抑え、表面の濡れ性を保持するようにしている。これに
より、液膜開裂剤による液残り低減効果とともに、表面シート１の表面１Ａ側での液の表
面流れが防止され、厚み方向の液透過性を保持することができる。しかも、液膜開裂剤は
、その拡張性によって、配置部１１のみならず表面シート１の厚み方向及び平面方向の広
い範囲で液膜開裂作用を発現することができる。これにより、液膜開裂剤が厚み中間位置
１３又は裏面１Ｂ側にある場合でも、表面１Ａにある場合と同様に、表面シート１全体の
液残り低減効果が得られる。加えて、液膜開裂剤は、表面シート１の裏面１Ｂ側において
、表面シート１から吸収体３へと体液を引き渡す通路空間を保持し得る。また、該通路空
間を介して、吸収体３が備える液引き込み力を表面１Ａ側に伝達しやすくする。これによ
り、吸収体３と表面シート１との間で液引き込みの連携性が高められ、ナプキン１０の液
吸収性が向上され得る。この液吸収性は、図２に示すように表面シート１の表面１Ａ側が
凹凸形状にされていることによりさらに高められる。
【００４３】
　表面シート１の表面１Ａにおける肌のべたつき感を抑制する観点、体液の表面流れの防
止性を高める観点から、表面シート１の表面１Ａ側への配置部１１の配置は少なくされる
ことが好ましい。
　具体的には、表面シート１の面積に占める配置部１１の面積率は、表面シート１の厚み
中間位置１３又は裏面１Ｂ（吸収体側を向く面）よりも、表面シート１の表面１Ａ（着用
者肌側を向く面）において小さくされていることが好ましい。さらに、表面シート１の表
面１Ａ（着用者肌側を向く面）に配置部１１が無いことがより好ましい。なお、図３及び
図４においては、表面１Ａには液膜開裂剤の配置部１１が設けられていない態様として示
している。
　配置部１１の面積率は、（配置部の合計面積／配置部と非配置部との合計面積）×１０
０によって算出される。「配置部と非配置部との合計面積」は表面シート１の面積である
。前記面積率の算出に係る表面シート１の面積は、表面シート１の厚み中間位置１３、表
面１Ａ、及び裏面１Ｂ、いずれの場合においても、表面シート１の外形によって画定され
る面積である。
【００４４】
（厚み方向における液膜開裂剤の有無の確認方法）
　測定対象の吸収性物品から表面シート１を丁寧に剥がして取り出し、３．０ｃｍ角に切
り出した試料を作成し、その吸収性物品の受液領域に配置する。例えば、吸収性物品の一
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例として生理用ナプキン（花王株式会社製、商品名ロリエエフ　しあわせ素肌　２２．５
ｃｍ、２０１６年製）から表面シートを取り出して、前記試料を準備する。そして前記ナ
プキンの受液領域に前記試料を積層する。前記生理用ナプキンにおける受液領域は、前方
部Ｆより７．５ｃｍの位置から１５．０ｃｍまでの間にあり、短手方向を２等分する線か
ら、幅方向２．５ｃｍ以下の領域である。
　次いで、内径１ｃｍの透過孔を有するアクリル板を、該透過孔と前記試料中心が重なる
ように置き、該ナプキンに１００Ｐａの一定荷重を掛け、斯かる荷重下において、該アク
リル板の透過孔から擬似経血６．０ｇを注入する。注入した直後にアクリル板を取り除き
、前記試料を液体窒素に浸漬し、カッターを用いて、前記試料中央を通る表面シート１の
幅方向に沿ってカットする。カットした断面を光学顕微鏡で観察し、前記試料の厚み中間
位置において、表面側及び裏面側よりも擬似経血の赤みが解消されている部分が配置部１
１であり、それ以外が非配置部１２である。そして、表面シート１を厚み方向に約３等分
に区分したときに、赤みが解消されている部分が、最も肌側に近い区分である肌側層表面
側の層にある場合は表面側、最も肌側層から遠い区分である非肌側層表面側の層にある場
合は裏面側（吸収体側）、真ん中の区分の層にある場合は厚み中間位置に液膜開裂剤の配
置部１１があると判断する。
【００４５】
（平面方向における液膜開裂剤の有無の確認方法）
　表面シート１の液膜開裂剤の配置部１１が表面１Ａ側又は裏面１Ｂ側にある場合におけ
る液膜開裂剤の有無は次の方法によって確認することができる。すなわち、表面シート１
の各面に対してあぶらとり紙をあてた後、厚み４ｍｍのアクリル板をのせ、その上から６
００ｇ／ｃｍ２となるように錘で３０秒荷重する。荷重後、すぐに、該あぶらとり紙を剥
がし、黒色の台紙に該あぶらとり紙を載せて色の変化を目視で確認する。色の変化があれ
ば、その部分に液膜開裂剤が含まれていることを示す。すなわち、あぶらとり紙の変色部
分に対応する表面シート１の部分が液膜開裂剤の配置部１１であり、それ以外の部分が非
配置部１２である。
　上記のあぶらとり紙として種々のものを用いることができ、例えばカタニ産業株式会社
製の金箔打紙製法あぶらとり紙を挙げることができる。
　表面シート１の配置部１１が図３のように厚み中間位置にある場合における液膜開裂剤
の有無は、前記（厚み方向における液膜開裂剤の有無の確認方法）と同じ方法によって、
表面シート１を取り出し、３．０ｃｍ角に切り出した試料を作成する。次いで、前記ナプ
キンの受液領域に前記試料を積層する。
　次いで、長軸５．０ｃｍ、短軸２．３ｃｍの楕円の透過孔を有するアクリル製の円筒プ
レート（高さ：３．０ｃｍ、アクリルの厚み：３ｍｍ）を、該透過孔と前記試料中心が重
なるように置き、該円筒プレートの透過孔から粘度４０ｃＰに調整した擬似血液６．０ｇ
を面方向で均一になるように注入する。注入完了直後に円筒プレートを取り除き静置し、
注入から６０秒以内に赤みが低減する部分と低減しない部分が浮き出てくる。この時、赤
みが低減する部分が配置部１１であり、低減しない部分が非配置部１２である。
【００４６】
（配置部１１と非配置部１２の面積率の測定方法）
　表面シート１の配置部１１が表面１Ａ側又は裏面１Ｂ側にある場合は、表面シート１の
各面の全面に対して、前述の（平面方向における液膜開裂剤の有無の確認方法）の前段に
記載の手順に従って測定する。すなわち、荷重し、あぶらとり紙の変色部分をＯＨＰシー
トに写し取った部分の面積を配置部１１の面積とし、表面シート１の面積から前記配置部
１１の面積を引いた値を非配置部１２の面積とする。
　表面シート１の配置部１１が図３のように厚み中間位置１３にある場合は、試料の切り
出しをせず、前述の（平面方向における液膜開裂剤の有無の確認方法）の後段に記載の手
順に従って測定する。すなわち、擬似経血を注入して静置し、注入から６０秒以内に赤み
が低減する部分と低減しない部分が浮き出てきたところで試料を液体窒素に浸漬する。す
ぐにＯＨＰシートを載せて、赤みが低減した部分をＯＨＰシートに写し取り、写し取った
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部分の面積を配置部１１の面積とし、表面シート１の面積から前記配置部１１の面積を引
いた値を非配置部１２の面積とする。以上の操作を表面シート１の任意の位置において行
う。
　測定した配置部１１及び非配置部１２の面積を用いて、面積率は、（配置部の合計面積
／配置部と非配置部との合計面積）×１００によって算出される。
【００４７】
　本実施形態において、表面シート１における体液の高い引き込み性を保持する観点から
、表面１Ａ側よりも裏面１Ｂ側の毛管圧を高くし、両面間の毛管圧差を大きくすることが
好ましい。前述のとおり、液膜開裂剤が繊維の濡れ性をやや低減してしまう。すなわち繊
維の接触角をやや高め、上記の毛管圧差に影響を与えてしまう可能性がある。これに対し
、本実施形態においては、次の態様をとることによって、両面間の毛管圧差を適切な状態
に制御することができる。
【００４８】
　１つの態様としては、表面シート１の厚み中間位置１３又は裏面１Ｂ側において、配置
部１１と、液膜開裂剤の非配置部１２とを混在させることが好ましい。なお、この場合で
も、液膜開裂剤は、前述のとおりマクロの拡張によって非配置部１２においても液膜開裂
作用を十分に発現させることができる。
　前記混在によって、厚み中間位置１３又は裏面１Ｂ側それぞれの面領域全体として、液
膜開裂剤による繊維の親水性低減を好適に抑制することができる。すなわち、表面シート
１の厚み方向について、表面１Ａ側よりも吸収体３側の親水度を高くして、両面間の毛管
圧差が大きくなるよう制御することができる。
　配置部１１の面積率は、厚み中間位置１３及び裏面１Ｂそれぞれにおいて、毛管圧差を
適切に保持する観点から、７５％以下が好ましく、６０％以下がより好ましく、５０％以
下が更に好ましい。また、配置部１１の面積率は、液膜開裂作用を効果的に発現させる観
点から、５％以上が好ましく、１０％以上がより好ましく、２０％以上が更に好ましい。
【００４９】
　配置部１１と非配置部１２との平面方向における混在のパターンとしては、種々の態様
をとり得る。例えば、配置部１１及び非配置部１２がともに縦方向（Ｙ方向）に帯状に延
出し、かつ、帯状の配置部１１及び非配置部１２が幅方向（Ｘ方向）に交互に配列されて
いるもの（縦ストライプパターン）；幅方向（Ｘ方向）に延出する配置部１１及び非配置
部１２の帯が互いに縦方向（Ｙ方向）に交互に配列されているもの（横ストライプパター
ン）；格子状の非配置部１２の中に菱形に象られた配置部１１が複数互いに離間して配列
されているもの（格子柄）；格子状の配置部１１の中に菱形に象られた非配置部１２が複
数互いに離間して配列されているもの；非配置部１２の中に円形（ドット状）にされた配
置部１１が互いに離間させて配列されているものが挙げられる。
【００５０】
　もう１つの態様としては、表面シート１に親水化剤を次のように配置させることが好ま
しい。すなわち、親水化剤の配置量を、表面シート１の着用者肌側を向く面（表面）１Ａ
よりも、吸収体３側を向く面（裏面）１Ｂにおいて多くすることが好ましい。液膜開裂剤
の配置部１１を形成する面においては、液膜開裂剤と親水化剤とを混合した状態で塗布処
理することが好ましい。親水化剤の配置量の勾配によって、液膜開裂剤による繊維の親水
性低減を好適に抑制し、かつ、両面間の毛管圧差が大きくなるよう制御することができる
。
【００５１】
　表面シート１の裏面１Ｂにおける親水化剤の配置量の総量の、表面シート１の表面１Ａ
における親水化剤の配置量の総量に対する質量比は、毛管圧差を高める観点から、１．２
以上が好ましく、１．７以上がより好ましく、２．７以上が更に好ましい。また、前記質
量比は、表面シート１中から吸収体への排液を首尾よく行う観点から、１７．３以下が好
ましく、９．１以下がより好ましく、５．９以下が更に好ましい。なお、この質量比は、
後述する親水化剤の「配置割合の測定方法」に基づいて算出する。
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【００５２】
　塗布液の総量に対する塗布液中の親水化剤の総量の質量比（親水化剤／塗布液）は、表
面シートの厚み方向における毛管圧差をより明確にする観点から、０．３以上が好ましく
、０．５以上がより好ましく、０．７５以上が更に好ましい。また、前記質量比（塗布液
中の親水化剤／塗布液）は、液膜開裂剤の効果を首尾よく得る観点から０．９以下が好ま
しく、０．８５以下がより好ましく、０．８以下が更に好ましい。なお、この質量比は、
後述する塗布液中の液膜開裂剤及び親水化剤の「配置割合の測定方法」に基づいて算出す
る。
【００５３】
　なお、上記の質量比は、国際公開第２０１６／０９８７９６号の明細書の段落［００１
８］に記載の方法を準用して測定することができる。
【００５４】
　親水化剤の総量（「不織布試料となる繊維ウエブに予め塗布されていた親水化剤」及び
「塗布液中の親水化剤」）は、表面シート１の合計の繊維質量に対する配置割合（平均Ｏ
ＰＵ）として、表面シートをなす不織布表面において、液が繊維間に入り込みやすい適度
な親水性を付与しつつ、表面シートの厚み方向の毛管圧差を高める観点から、０．３質量
％以上が好ましく、０．６質量％以上がより好ましく、０．９質量％以上が更に好ましい
。また、親水化剤の総量（「不織布試料となる繊維ウエブに予め塗布されていた親水化剤
」及び「塗布液中の親水化剤」）の平均ＯＰＵは、液の吸収体へのすみやかな伝達を首尾
よく行う観点から、６質量％以下が好ましく、３質量％以下がより好ましく、２質量％以
下が更に好ましい。
　一方、液膜開裂剤の総量は、表面シート１の合計の繊維質量に対する配置割合（平均Ｏ
ＰＵ）として、液膜開裂作用を効果的に発現させる観点から、０．１質量％以上が好まし
く、０．２質量％以上がより好ましく、０．３質量％以上が更に好ましい。また、液膜開
裂剤の平均ＯＰＵは、液の表面流れを効果的に抑制する観点から、１０質量％以下が好ま
しく、７．５質量％以下がより好ましく、５質量％以下が更に好ましい。
　なお、平均ＯＰＵは、表面シート１の合計の繊維質量に対する各成分の総量の配置割合
を示す。配置される成分が液膜開裂剤であれば、平均ＯＰＵは、表面シート１の合計の繊
維質量に対する液膜開裂剤の総量の配置割合を示す。また、配置される成分が親水化剤及
び／又は塗布液である場合も、平均ＯＰＵは、表面シート１の合計の繊維質量に対する親
水化剤及び／又は塗布液の総量の配置割合を示す。
【００５５】
　液膜開裂剤の総量は、表面シート１の配置部１１における繊維質量に対する配置割合（
配置部ＯＰＵ）として、液膜開裂剤が表面シート１の平面方向及び厚み方向の非配置部１
２へ十分に拡張して液膜開裂効果を発揮する観点から、０．１質量％以上が好ましく、０
．４質量％以上がより好ましく、０．８質量％以上が更に好ましい。また、液膜開裂剤の
配置量が局所的に高まることで生じかねない肌のべたつき感を低減する観点、及び表面シ
ート１の触感を良好にする観点から、液膜開裂剤の配置部ＯＰＵは、８質量％以下が好ま
しく、４質量％以下がより好ましく、１．５質量％以下が更に好ましい。
　なお、配置部ＯＰＵは、表面シート１の配置部１１における繊維質量に対する各成分の
総量の配置割合を示す。配置される成分が液膜開裂剤であれば、配置部ＯＰＵは、表面シ
ート１の配置部１１における繊維質量に対する液膜開裂剤の総量の配置割合を示し、配置
される成分が親水化剤及び／又は塗布液である場合は、表面シート１の配置部１１におけ
る繊維質量に対する親水化剤及び／又は塗布液の総量の配置割合を示す。
【００５６】
（配置割合の測定方法）
（１）表面シート１の合計の繊維質量に対する液膜開裂剤、親水化剤等の配置割合（平均
ＯＰＵ）：
　吸収性物品の表面から表面シートを取り出して、前記（厚み方向における液膜開裂剤の
有無の確認方法）と同様に、厚み方向に３分割した試験片を作製する。各試験片の質量を
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測定し、次いで、エタノール、水などの溶剤・溶媒を使用して、各試験片に付着している
液膜開裂剤及び親水化剤及び接着剤などを含むその他の成分を取り出す。その残渣の質量
から液膜開裂剤と親水化剤及びその他成分を合計した質量を明らかにする。
　その後、抽出物をカラム・溶媒などの測定条件を適切に設定した上で、液体クロマトグ
ラフィーを用いて、分離、単離し、分離物の質量比から、液膜開裂剤と親水化剤及びその
他成分の質量比を明らかにする。また、前記質量比、及び前記残渣の質量、及び前記表面
シートの質量を用いて、各成分に関する前述の平均ＯＰＵ（質量％）を算出する。
　なお、分離物の中で、どれが液膜開裂剤、親水化剤、及びその他成分かどうかは、下記
の測定法により物質の分子構造を同定し、該当する構造物単体を入手して物性を測定した
上で判断する。
（分子構造の同定方法）
　前記分離物を質量分析（ＭＳ）、ゲル・パーミエーション・クロマトグラフ（ＧＰＣ）
のいずれかを用いて、分子量を測定する。また、その他、１Ｈ-ＮＭＲ、１３Ｃ－ＮＭＲ
、２９Ｓｉ－ＮＭＲを利用して、分子骨格を同定し、ＩＲを用いて、所有する官能基を同
定し、元素分析を用いて元素の割合を明らかにした上で、上記全ての情報を総合して分子
構造を同定する。
（２）配置部１１における繊維質量に対する液膜開裂剤及び親水化剤の配置割合（配置部
ＯＰＵ）：
　前述の（配置部１１と非配置部１２の面積率の測定方法）にて得た表面シート１の各層
の合計の配置部１１の面積率、及び前記（１）で得た各試験片の合計の繊維質量に対する
各成分の配置割合を用い、「各試験片の繊維質量に対する各成分の配置割合／表面シート
１の各層の合計の配置部１１の面積率」の式により、液膜開裂剤及び親水化剤の、配置部
１１における繊維質量に対する配置割合に対する配置割合（配置部ＯＰＵ）を算出する。
【００５７】
　本発明の吸収性物品に用いられる表面シート１の別の好ましい態様として、図８に示す
ような、積層された繊維シートからなる表面シート２０が挙げられる。
　表面シート２０は、中空部２１を有する二層構造である。いずれの層も熱可塑性繊維を
含む。表面シート２０においては、肌側層である上層シート２０Ａと非肌側層である下層
シート２０Ｂとが部分的に熱融着された接合部２２を有する。接合部２２に囲まれた非接
合部において、上層シート２０Ａが、下層シート２０Ｂから離れる方向に突出して、内部
に中空部２１を有する凸部２３を多数有する。接合部２２は、隣り合う凸部２３，２３間
に位置する凹部であり、凸部２３と共に表面１Ａの凹凸を構成している。この表面シート
２０は、通常用いられる方法により形成することができる。例えば、２つの凹凸ロールの
噛み合わせにより上層シート２０Ａを凹凸賦形した後、下層シート２０Ｂを貼り合わせて
表面シート２０を得る。凹凸ロールの噛み合わせにより不織布を賦形する観点から、上層
シート２０Ａ及び下層シート２０Ｂはいずれも、非熱伸長性で非熱収縮性の熱融着繊維を
含むことが好ましい。
　表面シート２０は、表面１Ａを肌当接面側に向けて吸収体上に積層して使用した際に、
表面１Ａ側から裏面１Ｂ側への液透過性に優れる。具体的には、中空部２１を経由する液
透過である。また、着用者の体圧が凸部２３に加わって、凸部２３にある液が直接的に下
層シート２０Ｂへと移行する。これにより、表面１Ａ側での液残りが少ない。このような
作用は、前述した液膜開裂剤の作用、又は液膜開裂剤及びリン酸エステル型のアニオン界
面活性剤の協働作用によって、より高いレベルで持続的に発揮され得る。すなわち、長時
間使用や多量の排泄があった場合でも、液膜開裂で液の透過経路が確保されるので、上記
のような液透過性が十分に発揮され得る。
　この表面シート２０において、液膜開裂剤の配置部１１が「表面シート２０の厚み中間
位置」にあるとは、該配置部１１が上層シート２０Ａの下層シート２０Ｂとの対向面、又
は下層シート２０Ｂの上層シート２０Ａとの対向面にあることを言う。また、液膜開裂剤
の配置部１１が「表面シート２０の吸収体側」にあるとは、該配置部１１が下層シート２
０Ｂの吸収体側の面側にあることを言う。これらの液膜開裂剤の配置部１１の存在によっ
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て、前述の液膜開裂剤のマクロ及びミクロの拡張を伴う液膜開裂作用によって、吸収性物
品における液残り低減と肌べたつきの低減とを同時に実現することができる。
【００５８】
　次に、親水化剤及び液膜開裂剤について詳述する。
【００５９】
　本発明における親水化剤としては、表面シートにおいて用いられるものを特に制限なく
用いることができる。特に、液膜開裂剤の液膜開裂作用を低減し難い剤であることが好ま
しい。具体的には、液膜開裂対象の体液の表面張力を低減し難い剤であることが好ましい
。すなわち、前記体液への溶解速度が遅いか溶解性が低い剤であることが好ましい。この
ような親水化剤が液膜開裂剤と併用して配置される表面シート１において、液膜開裂剤が
有する液膜上における拡張性が保持されて、液膜開裂作用が十分に発現し得る。
【００６０】
　親水化剤は、体液への溶解速度が遅いか溶解性が低いものの具体例として、（Ｄ１）ノ
ニオン界面活性剤、及び（Ｄ２）表面張力４２ｍＮ／ｍ以上を有する化合物から選ばれる
１又は複数を含むことが好ましい。以下、それぞれ親水化剤（Ｄ１）、親水化剤（Ｄ２）
という。
【００６１】
　親水化剤（Ｄ１）は、液膜開裂剤を配置する不織布の繊維表面における親水性を高める
成分として、フッ化炭素基よりも疎水性が低い疎水基を有する、炭化水素系ノニオン界面
活性剤及びシリコーン系ノニオン界面活性剤から選ばれる１又は複数を含むことが好まし
い。より具体的には、疎水基として「多価アルコール脂肪酸骨格を除く、アルキル鎖もし
くはシリコーン鎖」を有するノニオン界面活性剤を含むことが好ましい。また、親水化剤
（Ｄ１）をなすノニオン界面活性剤の親水基の構造としては、ポリエチレンオキシド型、
ポリオール（多価アルコール）型、ブロックポリマー型、含窒素型などを含むことが好ま
しい。
　ポリエチレンオキシド型ノニオン界面活性剤としては、ポリオキシエチレンアルキルエ
ーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステルなどを含むことが好ましい。
　ポリオール（多価アルコール）型ノニオン界面活性剤としては、ソルビタンモノアルキ
レート、ポリオキシエチレンソルビタンモノアルキレート、グリセロールモノアルキレー
ト、ポリグリセリルモノアルキレート、アルキルグルコシド、ペンタエリスリトールモノ
アルキレートなどを含むことが好ましい。
　ブロックポリマー型ノニオン界面活性剤としては、ポリオキシエチレンポリオキシプロ
ピレングリコールのアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキ
ルエーテルなどを含むことが好ましい。
　含窒素型ノニオン界面活性剤としては、ポリオキシエチレンアルキルアミン、アルキル
ポリオキシエチレン脂肪酸アミドなどを含むことが好ましい。
　この中で、親水基として少なくとも「ポリオキシエチレン（以下、“ＰＯＥ”ともいう
。）」基を有していることが好ましい。
【００６２】
　親水化剤（Ｄ１）は、単独で水への溶解性を有する。即ち、親水化剤（Ｄ１）が界面活
性剤であり、その水溶液が起泡性と泡沫安定性を有することを利用して以下に示す方法で
水への溶解性を判断する。具体的には、単独で水への溶解性を有するとは、単独で水へ２
０分間浸漬させて、親水化剤（Ｄ１）の２．５ｗｔ％水溶液を作製したときに、下記の測
定によって判断される泡立ち高さが１０ｍｍ以上であることである。
【００６３】
（親水化剤（Ｄ１）の水溶液の振とう後の泡立ち高さの測定方法）
　まず、親水化剤（Ｄ１）を０．２ｇ秤量し、スクリュー管（株式会社マルエム製、Ｎｏ
．４、胴径２４ｍｍ、全長５３ｍｍ）に注いで、さらに８．０ｇの脱イオン水を注いだ後
、２０分間静置して十分に脱イオン水中に溶解させ、水溶液を作製する。
　次いで、前述の（液膜を消失させる性質）に記載の方法を準用し、振とうによって生じ
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る構造体層の高さを測定する。具体的には、前記スクリュー管を上下方向に２往復強く振
とうした後、水平面上に速やかに載置する。振とう直後から１０秒経過後に、前記水溶液
の構造体層の高さ（液体層の液面から、空気が抱えこまれた構造体層上面までの高さ）を
測定する。この高さを親水化剤（Ｄ１）の水溶液の振とう後の泡立ち高さとする。
【００６４】
　親水化剤（Ｄ１）は、繊維表面の親水性を高める観点から、液膜開裂剤よりも高いＨＬ
Ｂ値を有する化合物を含むことが好ましい。該ＨＬＢ値は、１０以上がより好ましく、１
１以上が更に好ましく、１３以上が特に好ましい。また前記ＨＬＢ値は、剤の体液への溶
解性を高めない観点から、２０以下が好ましく、１７以下がより好ましく、１５以下が更
に好ましい。前記範囲のＨＬＢ値は、ノニオン界面活性剤において、ＰＯＥ鎖におけるオ
キシエチレンの付加モル数とアルキル鎖長の選択で全体の分子量を適切に設定することに
より得られる。
【００６５】
（親水化剤（Ｄ１）のＨＬＢ値の測定方法）
　下記の計算式によりＨＬＢを求めることが出来る。
　　　グリフィン法：ＨＬＢ値＝２０×親水部の式量の総和／分子量
　なお、上記の測定は、対象となる成分の分子構造が分からない場合は、前述した（分子
構造の同定方法）にあるような分析方法によって、分子構造、分子量を明らかにした上で
、必要により構造物単体を市販品もしくは化学合成によって作製して入手して行う。この
構造物の同定と構造物単体を入手する手段は本明細書中の他の測定においても同様である
。
【００６６】
　また、親水化剤（Ｄ１）のノニオン界面活性剤は、体液の表面張力が低下することを抑
える観点から、下記に示す性質及び構造を有することが好ましい。これにより、液膜開裂
剤の拡張性（後述する拡張係数）をできるだけ高く保持することができる。すなわち、本
実施形態の不織布に触れた体液は、表面張力が低下する前に、液膜開裂され、また液膜の
形成が阻害される。
【００６７】
　親水化剤（Ｄ１）のノニオン界面活性剤は、製造時においては、溶媒を含まないことが
好ましく、成分単体で液状であることが好ましい。一方で、製造された不織布の使用時に
おいては、体液にさらされた時に、（ｉ）体液にさらされてゲル化すること、もしくは（
ｉｉ）体液にさらされる際に固体化していること、以上の（ｉ）もしくは（ｉｉ）の理由
により、水に対する溶解速度が遅くなる性質を有することが好ましい。このような性質に
より、親水化剤（Ｄ１）は、体液への溶解速度が低下し、体液の表面張力を低下させる前
に液膜開裂を生じさせることができる。なお、「液状」とは流動性を有するもので、「固
体化」とは流動性を失うことを示す。
　親水化剤（Ｄ１）の温度条件としては、単体で融点が５℃以上であると、製品の保存中
に固体化しやすくなり、少なくとも装着時まで固体の状態を維持できるため、体液にさら
された際の溶解速度低下が起きやすくなる。
【００６８】
　親水化剤（Ｄ１）のノニオン界面活性剤は、下記に示す（Ｄ１１）又は（Ｄ１２）の構
造を有する化合物を含むことが好ましい。
　（Ｄ１１）水溶液の振とう後の泡立ち高さが１０ｍｍ以上であり、親水基として、ＰＯ
Ｅ基のみからなる基、又は、ＰＯＥ基と他のポリオキシアルキレン（以下、“ＰＯＡ”と
もいう。）基（ポリオキシプロピレン（以下、“ＰＯＰ”ともいう。）基やポリオキシブ
チレン（以下、“ＰＯＢ”ともいう。）基など）とからなる基を有し、疎水基として、直
鎖状又は分岐鎖状の炭化水素鎖（多価アルコール脂肪酸骨格を除く）を有する炭化水素系
ノニオン界面活性剤。
　（Ｄ１２）水溶液の振とう後の泡立ち高さが１０ｍｍ以上であり、親水基として、ＰＯ
Ｅ基のみからなる基、又は、ＰＯＥ基と他のＰＯＡ基（ＰＯＰ基やＰＯＢ基など）とから
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なる基を有し、疎水基として、直鎖状又は分岐鎖状のシリコーン鎖を有するシリコーン系
ノニオン界面活性剤。
【００６９】
　前記（Ｄ１１）及び（Ｄ１２）において、親水基がＰＯＥ基と他のＰＯＡ基とからなる
場合、該親水基において、ＰＯＥ基の付加モル数が最も多いことが好ましい（オキシエチ
レンの付加モル数が他のオキシアルキレンの付加モル数よりも多いことが好ましい）。
　また、前記（Ｄ１１）において、下記式の条件を満たすことが好ましい。
　　　　ＰＯＥ基におけるオキシエチレンの付加モル数；ｎ　分子量：Ｘ　としたとき、
　　　　　　４４ｎ／Ｘ≧０．５
（前記式において、「０．５」は、ＨＬＢ１０を基準としたときの「１０／２０＝０．５
」である。）
【００７０】
　前記（Ｄ１１）の炭化水素系ノニオン界面活性剤において、親水基を構成するＰＯＥ基
におけるオキシエチレンの付加モル数は、親水性を高める観点から、５モル以上が好まし
く、７モル以上がより好ましい。また、ＰＯＥ基におけるオキシエチレンの付加モル数は
、体液の溶解速度を低下させる観点から、１５モル以下が好ましく、１０モル以下がより
好ましい。加えて、疎水基を構成する炭化水素鎖は、炭素原子数１０以上２２以下程度の
アルキル鎖長を有することが好ましい。前記炭素原子数は、溶解速度を低下させる観点か
ら、１０以上がより好ましく、１２以上が更に好ましい。また、前記炭素原子数は、塗工
時に容易に液状化させる観点から、２２以下がより好ましく、１８以下が更に好ましい。
　また、前記（Ｄ１２）のシリコーン系ノニオン界面活性剤において、親水基を構成する
、ＰＯＥ基を含むＰＯＡ基におけるオキシアルキルの付加モル数が３０モル以上であるこ
とが好ましい。
【００７１】
　前記（Ｄ１１）の炭化水素系ノニオン界面活性剤及び前記（Ｄ１２）のシリコーン系ノ
ニオン界面活性剤のいずれにおいても、疎水基が直鎖状の構造であることで、分岐鎖状の
構造であるよりも固体化しやすく、体液の表面張力を低下しにくくなるため好ましい。よ
り具体的には、下記（Ｄ１１－１）～（Ｄ１２－２）のいずれかに示すようなノニオン界
面活性剤が好ましい。前記「直鎖状」とは、連続した炭素結合の中間に３級以上の炭素原
子を含まないことを意味する。
　（Ｄ１１－１）直鎖状のＰＯＥアルキルエーテルであって、オキシエチレンの付加モル
数が５モル以上であるＰＯＥ基を親水基として有し、疎水基として、炭素原子数１０以上
２２以下程度の直鎖状の炭化水素鎖を有する炭化水素系ノニオン界面活性剤。前記炭素原
子数は、溶解速度を低下させる観点から、１２以上が好ましい。また、前記炭素原子数は
、塗工時に容易に液状化させる観点から、１８以下が好ましい。
　（Ｄ１１－２）ＰＯＥ基におけるオキシエチレンの付加モル数が５モル以上でＰＯＰ基
におけるオキシプロピレンの付加モル数が３モル以下であり、ＰＯＰ基とＰＯＥ基との共
重合物を親水基として有し、疎水基として、直鎖状の炭化水素鎖を有する炭化水素系ノニ
オン界面活性剤。前記ＰＯＥ基におけるオキシエチレンの付加モル数は、親水性を高める
観点から、７モル以上がより好ましい。また、前記ＰＯＥ基におけるオキシエチレンの付
加モル数は、体液の溶解速度を低下させる観点から、１５モル以下が好ましく、１０モル
以下がより好ましい。
　（Ｄ１２－１）側鎖変性シリコーンで、直鎖状のシリコーン鎖にＰＯＥ基を有するシリ
コーン系ノニオン界面活性剤。
　（Ｄ１２－２）ＰＯＥ基におけるオキシエチレンの付加モル数とＰＯＰ基におけるオキ
シプロピレンの付加モル数が合計で３０モル以上であって、かつ、ＰＯＥ基におけるオキ
シエチレンの付加モル数の方がＰＯＰ基におけるオキシプロピレンの付加モル数よりも多
い共重合物を親水基として、直鎖状のシリコーン鎖を側鎖変性したシリコーン系ノニオン
界面活性剤。前記ＰＯＥ基及びＰＯＰ基における付加モル数の合計は、親水性を高める観
点から、４０モル以上がより好ましい。また、前記ＰＯＥ基とＰＯＰ基における付加モル
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数の合計は、製造工程上扱いやすい粘度にする観点から、１００モル以下が好ましく、９
０モル以下がより好ましい。
【００７２】
　親水化剤（Ｄ１）のノニオン界面活性剤は、前述の構造のものとすることによって、特
に、ＰＯＥ基におけるオキシエチレンの付加モル数を５モル以上有する炭化水素系ノニオ
ン界面活性剤、又は、ＰＯＡ基におけるオキシアルキレンの付加モル数が３０モル以上で
あって、かつ、ＰＯＥ基におけるオキシエチレンの付加モル数の方がＰＯＰ基におけるオ
キシプロピレンの付加モル数よりも多いシリコーン系界面活性剤であることによって、水
溶解度が液膜開裂剤よりも高い。親水化剤（Ｄ１）は、該水溶解度を有する界面活性剤で
あることから、液膜開裂剤と異なり、水溶液が起泡性と泡沫安定性を有するため、水溶液
の振とう後の泡立ち高さを１０ｍｍ以上とすることができる。体液の表面張力の低下を好
適に抑制する観点から、親水化剤（Ｄ１）の泡立ち高さは２０ｍｍ以下が好ましく、１８
ｍｍ以下がより好ましく、１５ｍｍ以下が更に好ましい。
【００７３】
　親水化剤（Ｄ１）のノニオン界面活性剤が含む化合物は、融点が、体液への溶解度速度
を低下させる観点から、５℃以上であることが好ましく、１０℃以上であることがより好
ましく、１５℃以上であることが更に好ましい。前記融点は、塗工時に容易に液状化させ
る観点から、２５℃未満であることが好ましく、２４℃以下であることがより好ましく、
２２℃以下であることが更に好ましい。前記範囲の融点は、ノニオン界面活性剤において
、アルキル鎖長を短くするか、ＰＯＥ基におけるオキシエチレンの付加モル数を１２以下
とすることにより得られる。
【００７４】
　親水化剤（Ｄ１）のノニオン界面活性剤は、融点が高いほど固体化され、かつ直鎖状の
分子の方が分子の拡散速度すなわち溶解速度が遅いことから、融点が５℃以上で直鎖型の
炭化水素鎖もしくはシリコーン鎖を有することが好ましい。
【００７５】
（親水化剤（Ｄ１）の融点の測定方法）
　固体の場合は入手したサンプルをバイアル瓶に入れて、外部から目視で観察可能な恒温
恒湿機の中に入れて、３０分程度順化させた後に温度条件を１℃ずつ昇温させながら、物
質の溶融する温度を見て、融点とする。
　液体の場合は、入手したサンプルをバイアル瓶に入れて外部から目視で観察可能な恒温
恒湿機の中に入れて、－２０℃まで温度を低下させ、３０分程度順化させた後に温度条件
を１℃ずつ昇温させながら、物質の溶融する温度を見て、融点とする。
【００７６】
　親水化剤（Ｄ１）のノニオン界面活性剤の質量平均分子量は、皮膚への刺激性を弱める
観点から、５０以上であることが好ましく、１００以上であることがより好ましく、２０
０以上であることが更に好ましい。前記質量平均分子量は、製造工程上扱いやすい融点に
する観点から、１５００以下であることが好ましく、１０００以下であることがより好ま
しく、７５０以下であることが更に好ましい。親水化剤（Ｄ１）のノニオン界面活性剤の
質量平均分子量は、ＧＰＣ、液体クロマトグラフ質量分析（ＬＣ－ＭＳ）等の分液手法に
よって測定することができる。高分子量の場合はＧＰＣで測定することが好ましく、低分
子量の場合はＬＣ－ＭＳで測定することが好ましい。カラムと溶媒は適宜選択できる。な
お、質量平均分子量の測定の前段において、必要により、前述した（分子構造の同定方法
）に記載した方法で化合物の同定を行う。
【００７７】
　親水化剤（Ｄ１）において、前記融点及び質量平均分子量の好ましい範囲を満たすもの
として、融点が２０℃以上であり、親水基として、オキシエチレンの付加モル数が９モル
のＰＯＥ基を有し、疎水基としてラウリル基を有する炭化水素系ノニオン界面活性剤など
が挙げられる。
【００７８】
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　次に親水化剤（Ｄ２）について説明する。
【００７９】
　親水化剤（Ｄ２）は、表面張力４２ｍＮ／ｍ以上を有する。該表面張力は液膜開裂剤よ
りも高くされている。親水化剤（Ｄ２）が前記表面張力を有することによって、繊維表面
の濡れ性を高めることができる。同時に、親水化剤（Ｄ２）の表面張力が、液膜をなす体
液として想定される表面張力５０ｍＮ／ｍに近い値であることから、親水化剤（Ｄ２）が
前記体液に溶解しても該体液の表面張力の低減を抑制できる。これにより、液膜開裂剤の
拡張性（後述する拡張係数）をできるだけ高く保持することができる。この観点から、親
水化剤（Ｄ２）が含む化合物は、表面張力が、４２．５ｍＮ／ｍ以上が好ましく、４３ｍ
Ｎ／ｍ以上がより好ましく、４４ｍＮ／ｍ以上が更に好ましい。また、親水化剤（Ｄ２）
が含む化合物は、表面張力が、親水性の発現の観点から、６０ｍＮ／ｍ以下が好ましく、
５５ｍＮ／ｍ以下がより好ましく、５０ｍＮ／ｍ以下が更に好ましい。
【００８０】
（親水化剤（Ｄ２）の表面張力の測定方法）
　親水化剤（Ｄ２）の表面張力については、温度２５℃、相対湿度（ＲＨ）６５％の環境
領域において、プレート法により測定する。このとき、白金プレート（純度９９．９％、
横２５ｍｍ×縦１０ｍｍ）と自動表面張力計「ＣＢＶＰ－Ｚ」（商品名、協和界面科学株
式会社製）とを用いる。
【００８１】
　親水化剤（Ｄ２）は、上記の表面張力を有するものとするために、疎水性の構造を有さ
ず、親水基を有する構造のみからなる化合物を含むことが好ましい。親水基を有する構造
としては、ＰＯＥ基を有する構造、又は、ＰＯＥ基とＰＯＰ基のブロック共重合体を有す
る構造からなる。「疎水性の構造を有さない」とは、炭素原子数５以上のアルキル鎖、シ
リコーン鎖又はフッ素鎖を有さない構造のことである。
　親水化剤（Ｄ２）の化合物としては、ＰＯＥ基からなるポリエチレングリコール（ＰＥ
Ｇ）、又はＰＯＥ化合物とＰＯＰ化合物の共重合物が好ましく、ＰＥＧ、ポリプロピレン
グリコール（ＰＰＧ）もしくはそれらの共重合物、又はポリプロピレンジグリセロールが
より好ましい。
【００８２】
　親水化剤（Ｄ２）の化合物の質量平均分子量は、揮発性を抑える観点から、２００以上
であることが好ましく、３００以上であることがより好ましく、４００以上であることが
更に好ましい。前記質量平均分子量は、塗工が容易な粘度とする観点から、１００００以
下であることが好ましく、８０００以下であることがより好ましく、６０００以下である
ことが更に好ましい。
　また、親水化剤（Ｄ２）の化合物が、ＰＯＥ化合物とＰＯＰ化合物の共重合物を含む場
合、ＰＯＰ化合物に対するＰＯＥ化合物の重合比（ＰＯＥ／ＰＯＰ）は、質量比にて、体
液への溶解速度をおさえる観点から、３／１７以上が好ましく、４／２５以上がより好ま
しく、５／３５以上が更に好ましい。前記重合比は、質量比にて、親水性を高める観点か
ら、１０／６５以下が好ましく、８／５０以下がより好ましく、６／４０以下が更に好ま
しい。
【００８３】
　親水化剤（Ｄ２）は、質量平均分子量４００のＰＥＧ、ＰＥＧとＰＰＧを質量比にて１
：７程度の比率で重合した化合物を含むことがより好ましい。
【００８４】
　次に、本発明における液膜開裂剤の好ましい実施態様について説明する。液膜開裂剤の
好ましい実施態様としては、国際公開第２０１６／０９８７９６号の段落［００１３］～
［００８８］に記載のものを含むことができる。具体的には、下記の第１実施態様及び第
２実施態様のものを含むことができる。
【００８５】
　第１実施態様の液膜開裂剤が含む化合物は、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡
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張係数が１５ｍＮ／ｍ以上であり、水溶解度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下である。なお、
この性質を有する化合物を化合物Ｃ１と言うことがある。
　第２実施態様の液膜開裂剤が含む化合物は、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡
張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きい、すなわち正の値であり、水溶解度が０ｇ以上０．０２
５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力が２０ｍＮ／ｍ以下で
ある。なお、この性質を有する化合物を化合物Ｃ２と言うことがある。
【００８６】
　第１及び第２実施態様で規定する、液膜開裂剤が有する「表面張力が５０ｍＮ／ｍの液
体に対する拡張係数」及び「水溶解度」の定義、並びに、液膜（表面張力が５０ｍＮ／ｍ
の液体）の表面張力（γｗ）、液膜開裂剤の表面張力（γｏ）、液膜開裂剤の液膜との界
面張力（γｗｏ）、及び液膜開裂剤の水溶解度の測定方法は、国際公開第２０１６／０９
８７９６号の段落［００１５］～［００２２］に記載されたとおりである。
【００８７】
　第１実施態様の液膜開裂剤が含む化合物においては、拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上であ
ることで、液膜開裂剤は、繊維間の狭小空間領域で生じる液膜の表面上での移動性、すな
わち拡散性の高いものとなる。さらに、液膜開裂剤は、表面シート１の配置された領域か
ら配置されていない位置まで移動する拡張性をも有する。これらの拡張性を充分に発揮さ
せる観点から、前記液膜開裂剤が含む化合物の拡張係数は、２０ｍＮ／ｍ以上がより好ま
しく、２５ｍＮ／ｍ以上が更に好ましく、３０ｍＮ／ｍ以上が特に好ましい。一方、その
上限は特に制限されるものではないが、国際公開第２０１６／０９８７９６号の段落［０
０１５］に記載の数式（１）から、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体を用いた場合は上限値
が５０ｍＮ／ｍ、表面張力が６０ｍＮ／ｍの液体を用いた場合は上限値が６０ｍＮ／ｍ、
表面張力が７０ｍＮ／ｍの液体を用いた場合には上限値が７０ｍＮ／ｍといったように、
液膜を形成する液体の表面張力が上限となる。そこで、本発明では、表面張力が５０ｍＮ
／ｍの液体を用いている観点から、５０ｍＮ／ｍ以下である。
【００８８】
　また、第１実施態様の液膜開裂剤が含む化合物においては、水溶解度が０ｇ以上０．０
２５ｇ以下であることで、液膜開裂剤は、溶解しにくく液膜との界面を形成して、上記の
拡散性をより効果的なものとする。同様の観点から、液膜開裂剤が含む化合物の水溶解度
は、０．００２５ｇ以下が好ましく、０．００１７ｇ以下がより好ましく、０．０００１
ｇ未満が更に好ましい。また、前記水溶解度は小さいほどよく、０ｇ以上であり、液膜へ
の拡散性の観点から、１．０×１０－９ｇ以上とすることが実際的である。なお、上記の
水溶解性は、水分を主成分とする経血や尿等に対しても当てはまるものと考えられる。
【００８９】
　第１実施態様の液膜開裂剤は、さらに、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張
力が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物を含むことが好ましい。すなわち、前述した数式（１
）における拡張係数（Ｓ）の値を定める１変数である「液膜開裂剤の液膜との界面張力（
γｗｏ）」が２０ｍＮ／ｍ以下であることが好ましい。「液膜開裂剤の液膜との界面張力
（γｗｏ）」を低く抑えることで、液膜開裂剤の拡張係数が上がり、繊維表面から液膜中
心付近へ液膜開裂剤が移行しやすくなり、前述の作用がより明確となる。この観点から、
液膜開裂剤が含む化合物の「表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力」は、１７
ｍＮ／ｍ以下がより好ましく、１３ｍＮ／ｍ以下が更に好ましく、１０ｍＮ／ｍ以下がよ
り更に好ましく、９ｍＮ／ｍ以下が特に好ましく、１ｍＮ／ｍ以下がとりわけ好ましい。
一方、その下限は特に制限されるものではなく、液膜への不溶性の観点から０ｍＮ／ｍよ
り大きければよい。なお、界面張力が０ｍＮ／ｍ、すなわち溶解する場合には、液膜と液
膜開裂剤間での界面を形成することができないため、数式（１）は成り立たず、剤の拡張
は起きない。
　拡張係数はその数式からもわかるように、対象となる液の表面張力により、その数値が
変化する。例えば、対象液の表面張力が７２ｍＮ／ｍ、液膜開裂剤の表面張力が２１ｍＮ
／ｍ、これらの界面張力が０．２ｍＮ／ｍの場合、拡張係数は５０．８ｍＮ／ｍとなる。
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　また、対象液の表面張力が３０ｍＮ／ｍ、液膜開裂剤の表面張力２１ｍＮ／ｍ、これら
の界面張力が０．２ｍＮ／ｍの場合、拡張係数は８．８ｍＮ／ｍとなる。
　いずれの場合においても、拡張係数が大きい剤ほど、液膜開裂効果は大きくなる。
　本明細書では、表面張力５０ｍＮ／ｍにおける数値を定義したが、表面張力が異なった
としても、その各物質同士の拡張係数の数値の大小関係に変化はないことから、体液の表
面張力が仮に、日ごとの体調などで変化したとしても、拡張係数が大きい剤ほど優れた液
膜開裂効果を示す。
【００９０】
　第１実施態様の液膜開裂剤が含む化合物の表面張力は、３２ｍＮ／ｍ以下が好ましく、
３０ｍＮ／ｍ以下がより好ましく、２５ｍＮ／ｍ以下が更に好ましく、２２ｍＮ／ｍ以下
が特に好ましい。また、前記表面張力は小さいほどよく、その下限は特に限定されるもの
ではない。液膜開裂剤の耐久性の観点から、１ｍＮ／ｍ以上が実際的であり、２０ｍＮ／
ｍ以上であってもよい。
　液膜開裂剤の表面張力を上記のような範囲以下とすることで、液膜を張る対象液の表面
張力が下がった場合でも、液膜開裂作用を効果的に発揮させることができる。
【００９１】
　次に、第２実施態様の液膜開裂剤が含む化合物においては、前記「表面張力が５０ｍＮ
／ｍの液体に対する界面張力」を２０ｍＮ／ｍ以下とすることは、前述のように液膜開裂
剤の液膜上での拡散性が高まることを意味する。これにより、前記「表面張力が５０ｍＮ
／ｍの液体に対する拡張係数」が１５ｍＮ／ｍ未満であるような拡張係数が比較的小さい
場合でも、拡散性が高いため繊維表面から多くの液膜開裂剤が液膜内に分散し、多くの位
置で液膜を押しのけることにより、第１実施態様の場合と同様の作用を奏し得る。
【００９２】
　第２実施態様の液膜開裂剤が含む化合物は、液膜開裂剤の前記作用をより効果的なもの
とする観点から、前記「表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力」が、１７ｍＮ
／ｍ以下が好ましく、１３ｍＮ／ｍ以下がより好ましく、１０ｍＮ／ｍ以下が更に好まし
く、９ｍＮ／ｍ以下がより更に好ましく、１ｍＮ／ｍ以下が特に好ましい。下限値につい
ては、第１実施態様と同様に特に制限されるものでなく、液膜（表面張力が５０ｍＮ／ｍ
の液体）に溶解しない観点から、０ｍＮ／ｍ超とするのが実際的であり、３ｍＮ／ｍ以上
としてもよい。
　さらに、第２実施態様の液膜開裂剤が含む化合物の「表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に
対する拡張係数」は、液膜開裂剤の前記作用をより効果的なものとする観点から、９ｍＮ
／ｍ以上が好ましく、１０ｍＮ／ｍ以上がより好ましく、１５ｍＮ／ｍ以上が更に好まし
い。その上限は特に制限されるものではないが、数式（１）より液膜を形成する液体の表
面張力が上限となる観点から、５０ｍＮ／ｍ以下が実質的である。
　第２実施態様の液膜開裂剤が含む化合物の表面張力及び水溶解度のより好ましい範囲は
、第１実施態様と同様である。
【００９３】
　以上のとおり、第１実施態様の液膜開裂剤が含む化合物は上記の拡張係数及び水溶解度
を有することによって、また第２実施態様の液膜開裂剤が含む化合物は、上記の拡張係数
、界面張力及び水溶解度を有することによって、液膜の表面上で、溶解することなく広が
り、液膜の中心付近から液膜の層を押しのけることができる。これにより、液膜を不安定
化させて開裂する。
【００９４】
　第１実施態様の液膜開裂剤を含む表面シート１及び第２実施態様の液膜開裂剤を含む表
面シート１は、さらにリン酸エステル型のアニオン界面活性剤を配置することが好ましい
。これにより、繊維表面の親水性が高まり、濡れ性が向上することによって、液膜と液膜
開裂剤が接する面積が大きくなる。そして、血液や尿は生体由来のリン酸基を有する界面
活性物質を有することから、リン酸基を有する界面活性剤を液膜開裂剤と併用すると、該
界面活性剤は液膜開裂剤と相溶性を有し、さらに血液や尿に含まれるリン脂質との親和性
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もよい。そのため、液膜開裂剤が液膜に移行しやすくなり、液膜の開裂がさらに促進され
る。液膜開裂剤の総量とリン酸エステル型のアニオン界面活性剤の総量との配置比率は、
質量比（液膜開裂剤：リン酸エステル型のアニオン界面活性剤）で、１：１～１９：１が
好ましく、２：１～１５：１がより好ましく、３：１～１０：１が更に好ましい。特に、
前記配置比率は、質量比で、５：１～１９：１が好ましく、８：１～１６：１がより好ま
しく、１１：１～１３：１が更に好ましい。
【００９５】
　リン酸エステル型のアニオン界面活性剤としては特に制限なく用いられる。例えば、国
際公開第２０１６／０９８７９６号の段落［００３１］に記載のものなどを含むことがで
きる。
【００９６】
　次に、第１実施態様及び第２実施態様における液膜開裂剤が含む化合物の具体例につい
て説明する。これらは前述した特定の数値範囲にあることで水に溶けないか水難溶性の性
質を有し、前記液膜開裂の作用をする。これに対し、従来の繊維処理剤として使用される
界面活性剤などは実用上、水に対して溶解して使用する基本的には水溶性のものであり、
本発明の液膜開裂剤ではない。
【００９７】
　第１実施態様及び第２実施態様における液膜開裂剤としては、質量平均分子量が５００
以上の化合物を含むことが好ましい。この質量平均分子量は液膜開裂剤の粘度に大きく影
響する。液膜開裂剤は、粘度を高く保つことで、液が繊維間を通過する際に流れ落ちにく
く、不織布における液膜開裂効果の持続性を保つことができる。液膜開裂効果を十分に持
続させる粘度とする観点から、液膜開裂剤が含む化合物の質量平均分子量は、１０００以
上がより好ましく、１５００以上が更に好ましく、２０００以上が特に好ましい。一方、
液膜開裂剤が配された繊維から液膜への液膜開裂剤の移行、即ちマクロ及びミクロの拡散
性を保持する粘度とする観点から、５００００以下が好ましく、２００００以下がより好
ましく、１００００以下が更に好ましい。この質量平均分子量の測定は、ＧＰＣ「ＣＣＰ
Ｄ」（商品名、東ソー株式会社製）を用いて測定される。測定条件は下記のとおりである
。また、換算分子量の計算はポリスチレンで行う。
　　分離カラム：ＧＭＨＨＲ－Ｈ＋ＧＭＨＨＲ－Ｈ（カチオン）
　　溶離液：ＬファーミンＤＭ２０／ＣＨＣｌ３

　　溶媒流速：１．０ｍＬ／ｍｉｎ
　　分離カラム温度：４０℃
【００９８】
　また、第１実施態様における液膜開裂剤としては、後述するように、下記の構造Ｘ、Ｘ
－Ｙ、及びＹ－Ｘ－Ｙからなる群から選ばれる少なくとも１種の構造を有する化合物を含
むことが好ましい。
　構造Ｘは、＞Ｃ（Ａ）－〈Ｃは炭素原子を示す。また、＜、＞及び－は結合手を示す。
以下、同様。〉、－Ｃ（Ａ）２－、－Ｃ（Ａ）（Ｂ）－、＞Ｃ（Ａ）－Ｃ（Ｒ１）＜、＞
Ｃ（Ｒ１）－、－Ｃ（Ｒ１）（Ｒ２）－、－Ｃ（Ｒ１）２－、＞Ｃ＜、－Ｓｉ（Ｒ１）２

Ｏ－、－Ｓｉ（Ｒ１）（Ｒ２）Ｏ－のいずれかの基本構造が、繰り返されるか、もしくは
２種以上が組み合わされた構造のシロキサン鎖、又はその混合鎖を表す。構造Ｘの末端に
は、水素原子、又は、－Ｃ（Ａ）３、－Ｃ（Ａ）２Ｂ、－Ｃ（Ａ）（Ｂ）２、－Ｃ（Ａ）

２－Ｃ（Ｒ１）３、－Ｃ（Ｒ１）２Ａ、－Ｃ（Ｒ１）３、－ＯＳｉ（Ｒ１）３、－ＯＳｉ
（Ｒ１）２（Ｒ２）、－Ｓｉ（Ｒ１）３、－Ｓｉ（Ｒ１）２（Ｒ２）からなる群から選ば
れる少なくとも１種の基を有する。
　上記のＲ１やＲ２は各々独立に、水素原子、アルキル基（炭素数１～２０が好ましい。
例えば、メチル基、エチル基、プロピル基が好ましい。）、アルコキシ基（炭素数１～２
０が好ましい。例えば、メトキシ基、エトキシ基が好ましい。）、アリール基（炭素数６
～２０が好ましい。例えば、フェニル基が好ましい。）、ハロゲン原子（例えばフッ素原
子が好ましい。）などの各種置換基を示す。Ａ、Ｂは各々独立に、水酸基やカルボン酸基
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、アミノ基、アミド基、イミノ基、フェノール基などの酸素原子や窒素原子を含む置換基
を示す。構造Ｘ内にＲ１、Ｒ２、Ａ、Ｂが各々複数ある場合は、それらは互いに同一でも
異なっていてもよい。また、連続するＣ（炭素原子）やＳｉ間の結合は、通常、単結合で
あるが、二重結合や三重結合を含んでいてもよく、ＣやＳｉ間の結合には、エーテル基（
－Ｏ－）、アミド基（－ＣＯＮＲＡ－：ＲＡは水素原子又は一価の基）、エステル基（－
ＣＯＯ－）、カルボニル基（－ＣＯ－）、カーボネート基（－ＯＣＯＯ－）などの連結基
を含んでもよい。一つのＣ及びＳｉが、他のＣ又はＳｉと結合している数は、１つ～４つ
で、長鎖のシリコーン鎖（シロキサン鎖）又は混合鎖が分岐していたり、放射状の構造を
有している場合があってもよい。
　Ｙは、水素原子、炭素原子、酸素原子、窒素原子、リン原子、硫黄原子から選ばれる原
子を含む、親水性を有する親水基を表す。例えば、水酸基、カルボン酸基、アミノ基、ア
ミド基、イミノ基、フェノール基、ＰＯＡ基（オキシアルキレン基の炭素数は１～４が好
ましい。例えば、ＰＯＥ基、ＰＯＰ基が好ましい。）、スルホン酸基、硫酸基、リン酸基
、スルホベタイン基、カルボベタイン基、ホスホベタイン基（これらのベタイン基は、各
ベタイン化合物から水素原子を１つ取り除いてなるベタイン残基をいう。）、４級アンモ
ニウム基などの親水基単独、もしくは、その組み合わせからなる親水基などである。これ
らの他にも、後述するＭ１で挙げた基及び官能基も挙げられる。なお、Ｙが複数の場合は
互いに同一でも異なっていてもよい。
　構造Ｘ－Ｙ及びＹ－Ｘ－Ｙにおいて、Ｙは、Ｘ、又はＸの末端の基に結合する。ＹがＸ
の末端の基に結合する場合、Ｘの末端の基は、例えばＹとの結合数と同数の水素原子等が
取り除かれてＹと結合する。
　この構造において、親水基Ｙ、Ａ、Ｂを具体的に説明した基から選択して前述の拡張係
数、水溶解度、界面張力を満たすことができる。こうして、目的の液膜開裂効果を発現す
る。
【００９９】
　上記の液膜開裂剤は、構造Ｘがシロキサン構造である化合物を含むことが好ましい。さ
らに、液膜開裂剤において、上記の構造Ｘ、Ｘ－Ｙ、Ｙ－Ｘ－Ｙの具体例として、下記（
１）～（１１）式で表される構造を、任意に組み合せたシロキサン鎖からなる化合物を含
むことが好ましい。さらに、この化合物が前述した範囲の質量平均分子量を有することが
液膜開裂作用の観点から好ましい。
【０１００】
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【化１】

【０１０１】
　式（１）～（１１）において、Ｍ１、Ｌ１、Ｒ２１、及びＲ２２は次の１価又は多価（
２価又はそれ以上）の基を示す。Ｒ２３、及びＲ２４は次の１価もしくは多価（２価又は
それ以上）の基、又は単結合を示す。
　Ｍ１は、ＰＯＥ基、ＰＯＰ基、ＰＯＢ基、もしくはそれらを組み合わせたＰＯＡ基を有
する基や、エリスリトール基、キシリトール基、ソルビトール基、グリセリン基もしくは
エチレングリコール基などの複数の水酸基を有する親水基（エリスリトール等の複数の水
酸基を有する上記化合物から水素原子を１つ取り除いてなる親水基）、水酸基、カルボン
酸基、メルカプト基、アルコキシ基（炭素数１～２０が好ましい。例えばメトキシ基が好
ましい。）、アミノ基、アミド基、イミノ基、フェノール基、スルホン酸基、４級アンモ
ニウム基、スルホベタイン基、ヒドロキシスルホベタイン基、ホスホベタイン基、イミダ
ゾリウムベタイン基、カルボベタイン基、エポキシ基、カルビノール基、（メタ）アクリ
ル基、又はそれらを組み合わせた官能基を示す。なお、Ｍ１が多価の基である場合、Ｍ１

は、上記各基又は官能基から、さらに１つ以上の水素原子を除いた基を示す。
　Ｌ１は、エーテル基、アミノ基（Ｌ１として採りうるアミノ基は、＞ＮＲＣ（ＲＣは水
素原子又は一価の基）で表される。）、アミド基、エステル基、カルボニル基、カーボネ
ート基の結合基を示す。
　Ｒ２１、Ｒ２２、Ｒ２３、及びＲ２４は、各々独立に、アルキル基（炭素数１～２０が
好ましい。例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペン
チル基、ヘキシル基、ヘプチル基、２－エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基が好まし
い。）、アルコキシ基（炭素数１～２０が好ましい。例えば、メトキシ基、エトキシ基が
好ましい。）、アリール基（炭素数６～２０が好ましい。例えばフェニル基が好ましい。
）、フルオロアルキル基、もしくはアラルキル基、又はそれらを組み合わせた炭化水素基
、又はハロゲン原子（例えばフッ素原子が好ましい。）を示す。なお、Ｒ２２及びＲ２３

が多価の基である場合、上記炭化水素基から、さらに１つ以上の水素原子又はフッ素原子
を除いた多価炭化水素基を示す。
　また、Ｒ２２又はＲ２３がＭ１と結合する場合、Ｒ２２又はＲ２３として採りうる基は
、上記各基、上記炭化水素基又はハロゲン原子の他に、Ｒ３２として採りうるイミノ基が
挙げられる。
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　液膜開裂剤は、なかでも、Ｘとして、（１）、（２）、（５）及び（１０）式のいずれ
かで表される構造を有し、Ｘの末端、又はＸの末端とＹとからなる基として、これらの式
以外の上記式のいずれかで表される構造を有する化合物を含むことが好ましい。さらに、
Ｘ、又はＸの末端とＹとからなる基が、上記（２）、（４）、（５）、（６）、（８）及
び（９）式のいずれかで表される構造を少なくとも１つ有するシロキサン鎖からなる化合
物を含むことが好ましい。
【０１０２】
　上記化合物の具体例として、シリコーン系の界面活性剤の有機変性シリコーン（ポリシ
ロキサン）が挙げられる。例えば、反応性の有機基で変性された有機変性シリコーンとし
ては、アミノ変性、エポキシ変性、カルボキシ変性、ジオール変性、カルビノール変性、
（メタ）アクリル変性、メルカプト変性、フェノール変性のものが挙げられる。また、非
反応性の有機基で変性された有機変性シリコーンとしては、ポリエーテル変性（ＰＯＡ変
性を含む）、メチルスチリル変性、長鎖アルキル変性、高級脂肪酸エステル変性、高級ア
ルコキシ変性、高級脂肪酸変性、フッ素変性のものなどが挙げられる。これらの有機変性
の種類に応じて、例えば、シリコーン鎖の分子量、変性率、変性基の付加モル数など適宜
変更することで、上記の液膜開裂作用を奏する拡張係数を得ることができる。ここで、「
長鎖」とは、炭素数が１２以上であるものをいい、好ましくは１２～２０であるものをい
う。また、「高級」とは、炭素数が６以上であるものをいい、好ましくは６～２０である
ものをいう。
　その中でも、ＰＯＡ変性シリコーンやエポキシ変性シリコーン、カルビノール変性シリ
コーン、ジオール変性シリコーンなど、変性シリコーンである液膜開裂剤が少なくとも一
つの酸素原子を変性基中に有する構造を有する変性シリコーンが好ましく、特にＰＯＡ変
性シリコーンが好ましい。ＰＯＡ変性シリコーンは、ポリシロキサン鎖を有することで、
繊維の内部に浸透し難く表面に残りやすい。また、親水的なＰＯＡ鎖を付加したことによ
り、水との親和性が高まり、界面張力が低いため、前述した液膜表面上での移動が起きや
すく好ましい。そのため、前述した液膜表面上での移動が起きやすく好ましい。また、Ｐ
ＯＡ変性シリコーンは、エンボス等の熱溶融加工が施されても、その部分において繊維の
表面に残りやすく液膜開裂作用は低減し難い。特に液が溜まりやすいエンボス部分におい
て液膜開裂作用が十分に発現するので好ましい。
【０１０３】
　ＰＯＡ変性シリコーンとしては、下記式［Ｉ］～［ＩＶ］で表されるものが挙げられる
。さらに、このＰＯＡ変性シリコーンが前述した範囲の質量平均分子量を有することが液
膜開裂作用の観点から好ましい。
【０１０４】
【化２】

【０１０５】
【化３】

【０１０６】
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【化４】

【０１０７】

【化５】

【０１０８】
　式中、Ｒ３１は、アルキル基（炭素数１～２０が好ましい。例えば、メチル基、エチル
基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、２
エチル－ヘキシル基、ノニル基、デシル基が好ましい。）を示す。Ｒ３２は、単結合又は
アルキレン基（炭素数１～２０が好ましい。例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレ
ン基、ブチレン基が好ましい。）を示し、好ましくは前記アルキレン基を示す。複数のＲ
３１、複数のＲ３２は各々において、互いに同一でも異なってもよい。Ｍ１１は、ＰＯＡ
基を有する基を示し、ＰＯＡ基が好ましい。上記のＰＯＡ基としては、ＰＯＥ基、ＰＯＰ
基、ＰＯＢ基、又はこれらの構成モノマーが共重合されたものなどが挙げられる。ｍ、ｎ
は各々独立に１以上の整数である。なお、これら繰り返し単位の符号は、各式［Ｉ］～［
ＩＶ］において別々に決められるものであり、必ずしも同じ整数を示すものではなく異な
っていてもよい。
【０１０９】
　また、ＰＯＡ変性シリコーンは、ＰＯＥ変性及びＰＯＰ変性のいずれか又は双方の変性
基を有するものであってもよい。また、水に溶けない、かつ低い界面張力を有するにはシ
リコーン鎖のアルキル基Ｒ３１にメチル基を有することが望ましい。この変性基、シリコ
ーン鎖をもつものとしては、特に制限するものではないが、例えば特開２００２－１６１
４７４の段落［０００６］及び［００１２］に記載のものがある。より具体的には、ＰＯ
Ｅ・ＰＯＰ変性シリコーンや、ＰＯＥ変性シリコーン、ＰＯＰ変性シリコーンなどが挙げ
られる。ＰＯＥ変性シリコーンとしては、ＰＯＥを３モル付加したＰＯＥ（３）変性ジメ
チルシリコーンなどが挙げられる。ＰＯＰ変性シリコーンとしては、ＰＯＰを１０モル、
１２モル、又は２４モル付加したＰＯＰ（１０）変性ジメチルシリコーン、ＰＯＰ（１２
）変性ジメチルシリコーン、ＰＯＰ（２４）変性ジメチルシリコーンなどが挙げられる。
【０１１０】
　前述の第１実施態様が含む化合物の拡張係数と水溶解度は、ＰＯＡ変性シリコーンにお
いて例えば、ＰＯＡ基の付加モル数（ＰＯＡ変性シリコーン１モルに対する、ＰＯＡ基を
形成するオキシアルキレン基の結合数）、下記変性率等により、所定の範囲にすることが
できる。この液膜開裂剤が含む化合物において、表面張力及び界面張力も同様にして、そ
れぞれ、所定の範囲にすることができる。
　上記観点から、該ＰＯＡ基の付加モル数が１以上であるものが好ましい。この下限値以
上とすることで、上記の液膜開裂作用にとって界面張力が低くなることにより、拡張係数
が大きくなることから、十分な液膜開裂効果を得ることができる。また同様の観点から、
付加モル数は３以上がより好ましく、５以上がさらに好ましい。一方、付加モル数は、３
０以下が好ましく、２０以下がより好ましく、１０以下が更に好ましい。付加モル数をこ
の上限値以下とすることで、ＰＯＡ変性シリコーンは、疎水性になって水溶解度を低く保
つことができる。
　変性シリコーンの変性率は、液膜開裂作用（特に拡張性）に必要な親水性を保持するた
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め、５％以上が好ましく、１０％以上がより好ましく、２０％以上が更に好ましい。また
、液膜開裂作用に必要な水不溶性を保つため、９５％以下が好ましく、７０％以下がより
好ましく４０％以下が更に好ましい。なお、前記変性シリコーンの変性率とは、変性シリ
コーン１分子中のシロキサン結合部の繰り返し単位の総個数に対する、変性したシロキサ
ン結合部の繰り返し単位の個数の割合である。例えば、上記式［Ｉ］及び［ＩＶ］では（
ｎ／ｍ＋ｎ）×１００％であり、式［ＩＩ］では、（２／ｍ）×１００％であり、式［Ｉ
ＩＩ］では（１／ｍ）×１００％である。
　また、前述の拡張係数及び水溶解度は、ＰＯＡ変性シリコーンにおいて、それぞれ、上
記したもの以外にも、変性基を水可溶性のＰＯＥ基と水不溶性のＰＯＰ基及びＰＯＢ基を
併用すること、水不溶性のシリコーン鎖の分子量を変化させること、変性基としてＰＯＡ
変性に加えてアミノ基、エポキシ基、カルボキシ基、水酸基、カルビノール基などを導入
すること等により、所定の範囲に設定できる。
【０１１１】
　この液膜開裂剤として用いられるポリアルキレン変性シリコーンは、繊維質量に対する
配置割合として（ＯＰＵ）、０．０２質量％以上５質量％以下配置されることが好ましい
。該ポリアルキレン変性シリコーンの配置割合（ＯＰＵ）は、１質量％以下がより好まし
く、０．４質量％以下が更に好ましい。こうすることで、不織布の触感が好ましいものに
なる。また、該ポリアルキレン変性シリコーンによる液膜開裂効果を十分に発揮する観点
から、前記配置割合（ＯＰＵ）は、０．０４質量％以上がより好ましく、０．１質量％以
上が更に好ましい。この場合、液膜開裂剤は、ポリアルキレン変性シリコーン以外の化合
物を含んでいてもよい。その場合の液膜開裂剤の総量は前述の範囲にあることが好ましい
。
　なお、ここでいう繊維質量は、配置部６及び非配置部７を含む不織布全体の繊維質量を
意味する（以下で説明する配置割合（ＯＰＵ）においても同様である。）。
【０１１２】
　第２実施態様における液膜開裂剤としては、後述するように、下記の構造Ｚ、Ｚ－Ｙ、
及びＹ－Ｚ－Ｙからなる群から選ばれる少なくとも１種の構造を有する化合物を含むこと
が好ましい。
　構造Ｚは、＞Ｃ（Ａ）－<Ｃ：炭素原子>、－Ｃ（Ａ）２－、－Ｃ（Ａ）（Ｂ）－、＞Ｃ
（Ａ）－Ｃ（Ｒ３）＜、＞Ｃ（Ｒ３）－、－Ｃ（Ｒ３）（Ｒ４）－、－Ｃ（Ｒ３）２－、
＞Ｃ＜のいずれかの基本構造が、繰り返されるか、もしくは２種以上が組み合わされた構
造の炭化水素鎖を表す。構造Ｚの末端には、水素原子、又は、－Ｃ（Ａ）３、－Ｃ（Ａ）

２Ｂ、－Ｃ（Ａ）（Ｂ）２、－Ｃ（Ａ）２－Ｃ（Ｒ３）３、－Ｃ（Ｒ３）２Ａ、－Ｃ（Ｒ
３）３からなる群から選ばれる少なくとも１種の基を有する。
　上記のＲ３やＲ４は各々独立に、水素原子、アルキル基（炭素数１～２０が好ましい。
例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘ
キシル基、ヘプチル基、２エチル－ヘキシル基、ノニル基、デシル基が好ましい。）、ア
ルコキシ基（炭素数１～２０が好ましい。例えば、メトキシ基、エトキシ基が好ましい。
）、アリール基（炭素数６～２０が好ましい。例えば、フェニル基が好ましい。）、フル
オロアルキル基、アラルキル基、もしくはそれらを組み合わせた炭化水素基、又はフッ素
原子などの各種置換基を示す。Ａ、Ｂは各々独立に、水酸基やカルボン酸基、アミノ基、
アミド基、イミノ基、フェノール基などの酸素原子や窒素原子を含む置換基を示す。構造
Ｚ内にＲ３、Ｒ４、Ａ、Ｂが各々複数ある場合は、それらは互いに同一でも異なっていて
もよい。また、連続するＣ（炭素原子）間の結合は、通常、単結合であるが、二重結合や
三重結合を含んでいてもよく、Ｃ間の結合には、エーテル基、アミド基、エステル基、カ
ルボニル基、カーボネート基などの連結基を含んでも良い。一つのＣが、他のＣと結合し
ている数は、１つ～４つで、長鎖の炭化水素鎖が分岐していたり、放射状の構造を有して
いる場合があってもよい。
　Ｙは、水素原子、炭素原子、酸素原子、窒素原子、リン原子、硫黄原子から選ばれる原
子を含む、親水性を有する親水基を表す。例えば、水酸基、カルボン酸基、アミノ基、ア
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ミド基、イミノ基、フェノール基；　又は、ＰＯＡ基（オキシアルキレン基の炭素数は１
～４が好ましい。例えば、ＰＯＥ基、ＰＯＰ基、ＰＯＢ基、もしくはそれらを組み合わせ
たＰＯＡ基が好ましい。）；　又は、　エリスリトール基、キシリトール基、ソルビトー
ル基、グリセリン基、エチレングリコール基、などの複数の水酸基を有する親水基；　又
は、　スルホン酸基、硫酸基、リン酸基、スルホベタイン基、カルボベタイン基、ホスホ
ベタイン基、４級アンモニウム基、イミダゾリウムベタイン基、エポキシ基、カルビノー
ル基、メタクリル基などの親水基単独；　又は、　その組み合わせからなる親水基などで
ある。なお、Ｙが複数の場合は互いに同一でも異なっていてもよい。
　構造Ｚ－Ｙ及びＹ－Ｚ－Ｙにおいて、Ｙは、Ｚ、又はＺの末端の基に結合する。ＹがＺ
の末端の基に結合する場合、Ｚの末端の基は、例えばＹとの結合数と同数の水素原子等が
取り除かれてＹと結合する。
　この構造において、親水基Ｙ、Ａ、Ｂを具体的に説明した基から選択して前述の拡張係
数、水溶解度、界面張力を満たすことができる。こうして、目的の液膜開裂効果を発現す
る。
【０１１３】
　上記の液膜開裂剤が含む化合物は、上記の構造Ｚ、Ｚ－Ｙ、Ｙ－Ｚ－Ｙの具体例として
、下記（１２）～（２５）式で表される構造を任意に組み合せたものが好ましい。さらに
、この化合物が前述した範囲の質量平均分子量を有することが液膜開裂作用の観点から好
ましい。
【０１１４】
【化６】

【０１１５】
　式（１２）～（２５）において、Ｍ２、Ｌ２、Ｒ４１、Ｒ４２、及びＲ４３は下記の１
価又は多価の基（２価又はそれ以上）を示す。
　Ｍ２は、ＰＯＥ基、ＰＯＰ基、ＰＯＢ基、もしくはそれらを組み合わせたＰＯＡ基を有
する基や、エリスリトール基、キシリトール基、ソルビトール基、グリセリン基もしくは
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エチレングリコール基などの複数の水酸基を有する親水基、水酸基、カルボン酸基、メル
カプト基、アルコキシ基（炭素数１～２０が好ましい。例えばメトキシ基が好ましい。）
、アミノ基、アミド基、イミノ基、フェノール基、スルホン酸基、４級アンモニウム基、
スルホベタイン基、ヒドロキシスルホベタイン基、ホスホベタイン基、イミダゾリウムベ
タイン基、カルボベタイン基、エポキシ基、カルビノール基、（メタ）アクリル基、又は
それらを組み合わせた官能基を示す。
　Ｌ２は、エーテル基、アミノ基、アミド基、エステル基、カルボニル基、カーボネート
基、又は、ＰＯＥ基、ＰＯＰ基、ＰＯＢ基、もしくはそれらを組み合わせたＰＯＡ基、な
どの結合基を示す。
　Ｒ４１、Ｒ４２、及びＲ４３は各々独立に、水素原子、アルキル基（炭素数１～２０が
好ましい。例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペン
チル基、ヘキシル基、ヘプチル基、２－エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基が好まし
い。）、アルコキシ基（炭素数１～２０が好ましい。例えば、メトキシ基、エトキシ基が
好ましい。）、アリール基（炭素数６～２０が好ましい。例えばフェニル基が好ましい。
）、フルオロアルキル基、アラルキル基、もしくはそれらを組み合わせた炭化水素基、又
はハロゲン原子（例えばフッ素原子が好ましい。）からなる各種置換基を示す。
　Ｒ４２が多価の基である場合、Ｒ４２は、上記各置換基から、さらに１つ以上の水素原
子を除いた基を示す。
　なお、それぞれの構造に記載されている結合手の先には、任意に他の構造が連結しても
、水素原子が導入されてもよい。
【０１１６】
　さらに上記化合物の具体例として、次のような化合物が挙げられるが、これに限定され
るものではない。
　第１に、ポリエーテル化合物やノニオン界面活性剤が挙げられる。具体的には、式［Ｖ
］のいずれかで表されるＰＯＡアルキルエーテルや、式［ＶＩ］で表される質量平均分子
量１０００以上のＰＯＡグリコール、ステアレス、ベヘネス、ＰＰＧミリスチルエーテル
、ＰＰＧステアリルエーテル、ＰＰＧベヘニルエーテルなどが挙げられる。ＰＯＡアルキ
ルエーテルとしては、ＰＯＰを３モル以上２４モル以下、好ましくは５モル付加したラウ
リルエーテルなどが好ましい。ポリエーテル化合物としては、ＰＰＧを１７モル以上１８
０モル以下、好ましくは約５０モル付加した質量平均分子量１０００～１００００、好ま
しくは３０００のＰＰＧなどが好ましい。なお、上記の質量平均分子量の測定は、前述し
た測定方法で行うことができる。
【０１１７】
　このポリエーテル化合物やノニオン界面活性剤は、繊維質量に対する配置割合（ＯＰＵ
）として、０．１質量％以上５質量％以下配置されることが好ましい。該ポリエーテル化
合物やノニオン界面活性剤の配置割合（ＯＰＵ）は、１質量％以下がより好ましく、０．
４質量％以下が更に好ましい。こうすることで、不織布の触感が好ましいものになる。ま
た、該ポリエーテル化合物やノニオン界面活性剤による液膜開裂効果を十分に発揮する観
点から、前記配置割合（ＯＰＵ）は、０．１５質量％以上がより好ましく、０．２質量％
以上が更に好ましい。
【０１１８】
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【化７】

【０１１９】

【化８】

【０１２０】
　式中、Ｌ２１は、エーテル基、アミノ基、アミド基、エステル基、カルボニル基、カー
ボネート基、ＰＯＥ基、ＰＯＰ基、ＰＯＢ基、又はそれらを組み合わせたＰＯＡ基、など
の結合基を示す。Ｒ５１は、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル
基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、２－エチルヘキシル基、ノニル基
、デシル基、メトキシ基、エトキシ基、フェニル基、フルオロアルキル基、アラルキル基
、もしくはそれらを組み合わせた炭化水素基、又はフッ素原子からなる各種置換基を示す
。また、ａ、ｂ、ｍ及びｎは各々独立に１以上の整数である。ここで、ＣｍＨｎはアルキ
ル基（ｎ＝２ｍ＋１）を表し、ＣａＨｂはアルキレン基（ａ＝２ｂ）を表す。なお、これ
ら炭素原子数および水素原子数は、各式［Ｖ］及び［ＶＩ］において各々独立に決められ
るものであり、必ずしも同じ整数を示すものではなく異なっていてもよい。以下、式［Ｖ
ＩＩ］～［ＸＶ］のｍ、ｍ’、ｍ’’、ｎ、ｎ’及びｎ’’においても同様である。なお
、－（ＣａＨｂＯ）ｍ－の「ｍ」は、１以上の整数である。この繰り返し単位の値は、各
式［Ｖ］及び［ＶＩ］において各々独立に決められるものであり、必ずしも同じ整数を示
すものではなく異なっていてもよい。
【０１２１】
　前述の第２実施態様の拡張係数、表面張力及び水溶解度は、ポリエーテル化合物やノニ
オン界面活性剤において、例えば、ＰＯＡ基のモル数等により、それぞれ、所定の範囲に
設定することができる。この観点から、ＰＯＡ基のモル数が１以上７０以下であるものが
好ましい。１以上とすることで、上記の液膜開裂作用が十分に発揮される。この観点から
、モル数は５以上がより好ましく、７以上がさらに好ましい。一方、付加モル数は、７０
以下が好ましく、６０以下がより好ましく、５０以下が更に好ましい。こうすることで、
分子鎖のからみが適度に弱くなり、液膜内での拡散性に優れ、好ましい。
　また、前述の拡張係数、表面張力、界面張力及び水溶解度は、それぞれ、ポリエーテル
化合物やノニオン界面活性剤において、水溶性のＰＯＥ基と水不溶性のＰＯＰ基及びＰＯ
Ｂ基を併用すること、炭化水素鎖の鎖長を変化させること、炭化水素鎖に分岐鎖を有する
ものを用いること、炭化水素鎖に二重結合を有するものを用いること、炭化水素鎖にベン
ゼン環やナフタレン環を有するものを用いること、又は上記を適宜組み合わせること等に
より、所定の範囲に設定できる。
【０１２２】
　第２に、炭素原子数５以上の炭化水素化合物が挙げられる。炭素原子数は、液体の方が
より液膜表面に拡張しやすくなる観点から、１００以下が好ましく、５０以下がより好ま
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しい。この炭化水素化合物は、ポリオルガノシロキサンを除くもので、直鎖に限らず、分
岐鎖であってもよく、その鎖は飽和、不飽和に特に限定されない。また、その中間及び末
端には、エステルやエーテルなどの置換基を有していてもよい。その中でも、常温で液体
のものが好ましく単独で用いられる。この炭化水素化合物は、繊維質量に対する配置割合
（ＯＰＵ）として、０．１質量％以上５質量％以下配置されることが好ましい。該炭化水
素化合物の配置割合（ＯＰＵ）は、１質量％以下が好ましく、０．９９質量％以下がより
好ましく、０．４質量％以下が更に好ましい。こうすることで、不織布の触感が好ましい
ものになる。また、該炭化水素化合物の配置割合による液膜開裂効果を十分に発揮する観
点から、前記配置割合（ＯＰＵ）は、０．１５質量％以上がより好ましく、０．２質量％
以上が更に好ましい。
【０１２３】
　炭化水素化合物としては、油又は脂肪、例えば天然油もしくは天然脂肪が挙げられる。
具体例としては、ヤシ油、ツバキ油、ヒマシ油、ココナッツ油、トウモロコシ油、オリー
ブ油、ひまわり油、トール油、及びこれらの混合物などが挙げられる。
　また、カプリル酸、カプリン酸、オレイン酸、ラウリン酸、パルミチン酸、ステアリン
酸、ミリスチン酸、ベヘニン酸、及びこれらの混合物などの式［ＶＩＩ］で表すような脂
肪酸が挙げられる。
【０１２４】
【化９】

【０１２５】
　式中、ｍ及びｎは各々独立に１以上の整数である。ここで、ＣｍＨｎは、上記各脂肪酸
の炭化水素基を示す。
【０１２６】
　直鎖又は分岐鎖、飽和又は不飽和、置換又は非置換の多価アルコール脂肪酸エステル又
は多価アルコール脂肪酸エステルの混合物の例として、式［ＶＩＩＩ－Ｉ］又は［ＶＩＩ
Ｉ－ＩＩ］で表すような、グリセリン脂肪酸エステルやペンタエリスリトール脂肪酸エス
テルが挙げられ、具体的にはグリセリルトリカプリレート、グリセリルトリパルミテート
及びこれらの混合物などが挙げられる。なお、グリセリン脂肪酸エステルや、ペンタエリ
スリトール脂肪酸エステルの混合物には、典型的には多少のモノ、ジ、およびトリエステ
ルが含まれる。グリセリン脂肪酸エステルの好適な例としては、グリセリルトリカプリレ
ート、グリセリルトリカプリエートの混合物などが挙げられる。また、界面張力を低下さ
せ、より高い拡張係数を得る観点から、水不溶性を維持できる程度にＰＯＡ基を導入した
多価アルコール脂肪酸エステルを用いてもよい。
【０１２７】
【化１０】

【０１２８】



(35) JP 6539768 B2 2019.7.3

10

20

30

40

【化１１】

【０１２９】
　式中、ｍ、ｍ’、ｍ’’、ｎ、ｎ’及びｎ’’は各々独立に１以上の整数である。複数
のｍ、複数のｎは各々において、互いに同一でも異なっていてもよい。ここで、ＣｍＨｎ

、Ｃｍ’Ｈｎ’及びＣｍ’’Ｈｎ’’は、それぞれ、上記各脂肪酸の炭化水素基を示す。
【０１３０】
　直鎖又は分岐鎖、飽和又は不飽和の脂肪酸が、多数の水酸基を有するポリオールとエス
テルを形成し、一部の水酸基がエステル化されずに残存している脂肪酸又は脂肪酸混合物
の例として、式［ＩＸ］のいずれか、式［Ｘ］のいずれか、又は式［ＸＩ］のいずれかで
表すような、グリセリン脂肪酸エステルや、ソルビタン脂肪酸エステル、ペンタエリスリ
トール脂肪酸エステルの部分エステル化物が挙げられる。具体的には、エチレングリコー
ルモノミリステート、エチレングリコールジミリステート、エチレングリコールパルミテ
ート、エチレングリコールジパルミテート、グリセリルジミリステート、グリセリルジパ
ルミテート、グリセリルモノオレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンモノステ
アレート、ソルビタンジオレエート、ソルビタントリステアリル、ペンタエリスリトール
モノステアレート、ペンタエリスリトールジラウレート、ペンタエリスリトールトリステ
アレート、及びこれらの混合物などが挙げられる。なお、グリセリン脂肪酸エステルや、
ソルビタン脂肪酸エステル、ペンタエリスリトール脂肪酸エステルなどの部分エステル化
物からなる混合物には、典型的には多少の完全エステル化された化合物が含まれる。
【０１３１】

【化１２】

【０１３２】
　式中、ｍ及びｎは各々独立に１以上の整数である。複数のｍ、複数のｎは各々において
、互いに同一でも異なっていてもよい。ここで、ＣｍＨｎは、上記各脂肪酸の炭化水素基
を示す。
【０１３３】
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【０１３４】
　式中、Ｒ５２は、炭素原子数２以上２２以下の、直鎖又は分岐鎖、飽和又は不飽和の炭
化水素基（アルキル基、アルケニル基、アルキニル基等）を示す。具体的には、２－エチ
ルヘキシル基、ラウリル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基、ベヘニル基、
オレイル基、リノール基などが挙げられる。
【０１３５】
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【化１４】

【０１３６】
　式中、ｍ及びｎは各々独立に１以上の整数である。複数のｍ、複数のｎは各々において
、互いに同一でも異なっていてもよい。ここで、ＣｍＨｎは、上記各脂肪酸の炭化水素基
を示す。
【０１３７】
　また、ステロール、フィトステロール及びステロール誘導体が挙げられる。具体例とし
ては、式［ＸＩＩ］のステロール構造を有する、コレステロール、シトステロール、スチ
グマステロール、エルゴステロール、及びこれらの混合物などが挙げられる。
【０１３８】
【化１５】

【０１３９】
　アルコールの具体例としては、式［ＸＩＩＩ］で表すような、ラウリルアルコール、ミ
リスチルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、セトステアリルアルコ
ール、ベヘニルアルコール、及びこれらの混合物などが挙げられる。
【０１４０】
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【化１６】

【０１４１】
　式中、ｍ及びｎは各々独立に１以上の整数である。ここで、ＣｍＨｎは、上記各アルコ
ールの炭化水素基を示す。
【０１４２】
　脂肪酸エステルの具体例としては、式［ＸＩＶ］で表すような、イソプロピルミリステ
ート、イソプロピルパルミテート、セチルエチルヘキサノエート、トリエチルヘキサノイ
ン、オクチルドデシルミリステート、エチルヘキシルパルミテート、エチルヘキシルステ
アレート、ブチルステアレート、ミリスチルミリステート、ステアリルステアレート、コ
レステリルイソステアレート及びこれらの混合物などが挙げられる。
【０１４３】

【化１７】

【０１４４】
　式中、ｍ及びｎは各々独立に１以上の整数である。ここで、２つのＣｍＨｎは、同一で
も異なっていてもよい。ＣｍＨｎ－ＣＯＯ－のＣｍＨｎは上記各脂肪酸の炭化水素基を示
す。－ＣＯＯＣｍＨｎのＣｍＨｎはエステルを形成するアルコール由来の炭化水素基を示
す。
【０１４５】
　また、ワックスの具体例としては、式［ＸＶ］で表すような、セレシン、パラフィン、
ワセリン、鉱油、流動イソパラフィンなどが挙げられる。
【０１４６】

【化１８】

【０１４７】
　式中、ｍ及びｎは各々独立に１以上の整数である。
【０１４８】
　前述の第２実施態様の拡張係数、表面張力、水溶解度及び界面張力は、それぞれ、上記
の炭素原子数５以上の炭化水素化合物において、例えば、親水的なＰＯＥ基を水不溶性が
維持できる程度に少量導入すること、疎水性だが界面張力を低下させることができるＰＯ
Ｐ基やＰＯＢ基を導入すること、炭化水素鎖の鎖長を変化させること、炭化水素鎖に分岐
鎖を有するものを用いること、炭化水素鎖に二重結合を有するものを用いること、炭化水
素鎖にベンゼン環やナフタレン環を有するものを用いること等により、所定の範囲に設定
できる。
【０１４９】
　本発明に係る不織布において、上述した液膜開裂剤の他に、必要により他の成分を配置
させてもよい。また、第１実施態様の液膜開裂剤、第２実施態様の液膜開裂剤は、別々に
用いる形態以外にも、両者の剤を組み合わせて用いてもよい。この点は、第２実施態様の
液膜開裂剤における第１の化合物（即ち前述のポリエーテル化合物やノニオン界面活性剤
）と第２の化合物（即ち前述の炭素原子数５以上の炭化水素化合物）についても同じであ
る。このとき、液膜開裂効果を有する化合物として、前述の化合物Ｃ１及び化合物Ｃ２か
ら選ばれる１又は複数の化合物を用いてもよい。
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【０１５０】
　なお、本発明に係る表面シートにおいて、配置される液膜開裂剤やリン酸エステル型の
アニオン界面活性剤を同定する場合は、上記の液膜（表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体）の
表面張力（γｗ）等の測定方法で述べた同定の方法を用いることができる。
　また、液膜開裂剤の成分が、主鎖がシロキサン鎖を有する化合物又は炭素原子数１以上
２０以下の炭化水素化合物である場合、その繊維質量に対する配置割合（ＯＰＵ）は、前
述の分析手法により得た物質の質量を基に、その液膜開裂剤の配置量を繊維の質量で割る
ことにより求めることができる。
【０１５１】
　本実施形態の生理用ナプキン１０は、液膜開裂剤の上記作用により、液残りの低減を達
成でき、液透過性に優れたものとなる。これに加えて、表面シート１の表面１Ａにおける
肌のべたつき感が効果的に低減される。その結果、生理用ナプキン１０は、優れた液吸収
性能と良好な着用感を実現できる。
　また、国際公開第２０１６／０９８７９６号の段落［００８９］～［００９２］に記載
するように、表面シート１を構成する不織布について、表面シート１の液透過性に必要な
繊維間距離を従来よりも小さくしたものとすることができる。これにより従来よりも細い
繊維を用いて、より肌触りの柔らかい表面シート１とすることが可能となる。
【０１５２】
　本実施形態の生理用ナプキン１０の表面シート１においては、国際公開第２０１６／０
９８７９６号の段落［００９５］～［００９６］に記載のようにして、少なくとも一部の
繊維交絡点付近又は繊維融着点付近に液膜開裂剤が局在化していることが好ましい。
【０１５３】
　表面シート１の製造において、液膜開裂剤の配置部１１は種々の方法を用いて形成する
ことができる。例えば、国際公開第２０１６／０９８７９６号の段落［００９８］及び［
００９９］に記載の方法を用いることができる。その中でも、スプレーによる塗布、スロ
ットコーターによる塗布、グラビア方式、フレキソ方式、ディッピング方式による塗布等
が好ましい。前述した局在化の観点、表面シート１の裏面１Ｂ側への塗布範囲を好適に制
御する観点からは、フレキソ方式による塗布方法が特に好ましい。
【０１５４】
　本実施形態の生理用ナプキン１０の構成部材の素材としては、この種の物品に採用され
るものを特に制限なく用いることができる。
【０１５５】
　表面シート１は、液透過性であり、この種の物品に用いられるものを特に制限なく用い
ることができる。排泄された体液を速やかに吸収し、吸収体に伝達する観点と肌触りのよ
さの観点とから親水性のサーマルボンド不織布が好ましく、特にエアスルー不織布が好ま
しい。親水化処理された熱可塑性樹脂繊維であり、かつ、該繊維が２次クリンプ又は３次
クリンプのような立体捲縮がなされた繊維であることが好ましい。図２に示す凹凸形状の
表面シートとしては、例えば特開２０１５－１１０８４６号公報明細書の段落［００１０
］～［００５５］に記載の不織布からなるものが挙げられる。
　具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン、及びこれらの
複合繊維を作成し、所定の長さにカットしてステープルを形成する前の段階で、各種親水
化剤を塗工する。親水化剤としては、αオレフィンスルホン酸塩に代表される各種アルキ
ルスルホン酸塩、アクリル酸塩、アクリル酸塩／アクリルアミド共重合体、エステルアミ
ド、エステルアミドの塩、ＰＥＧ及びその誘導物、水溶性ポリエステル樹脂、各種シリコ
ーン誘導物、各種糖類誘導物、及びこれらの混合物など、当業者公知の親水化剤による親
水化処理を用いることができる。
【０１５６】
　吸収体３としては、この種の物品に用いられるものを特に制限することなく任意に採用
できる。例えば、親水性の繊維集合体からなる吸収性コアをコアラップシートで被覆して
なるものなどが挙げられる。前記吸収性コアにはさらに高吸水性ポリマーが配置されてい
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てもよい。前記コアラップシートの素材としては、親水性繊維を原料として製造された紙
やパルプシート、親水性の不織布などが挙げられる。
　また、吸収体３としては、シート状にしたものでもよい。前記シート状のものとしては
、例えば、親水性繊維を原料として製造された紙やパルプシートなどがある。また、二枚
の基材シート（吸収紙又は不織布）の間に高吸水性ポリマー材の集合体からなる吸収性コ
アを挟持固定した吸水性シート（例えば、特開平８－２４６３９５号に記載の吸水性シー
トや特開２００４－２７５２２５号に記載のポリマーシート）などがある。
　前記繊維集合体の繊維や前記親水性繊維は、例えば、針葉樹パルプや広葉樹パルプ等の
木材パルプや植物パルプ等の天然繊維、キュプラやレーヨン等の再生繊維、アセテート等
の半合成繊維、ポリオレフィン類、ポリアミド類、ポリエステル類等の合成繊維等が挙げ
られ、これらの１種を単独で又は２種以上を混合して用いることができる。
【０１５７】
　裏面シート２の素材としては、透湿性フィルム単独、又はフィルムと不織布とを貼り合
わせた積層体、撥水性の不織布（ＳＭＳやＳＭＭＳ等）を用いることができる。コスト面
やズレ止め粘着剤とのマッチングなどから、透湿フィルム単独を防漏材として用いること
が最も好ましい。この場合のフィルム材としては、熱可塑性樹脂と、これと相溶性のない
無機フィラーを溶融混練して押し出したフィルムを所定の寸法に延伸して微細孔をあけた
フィルム、又は、本質的に水分の相溶性が高く、浸透膜のように水蒸気排出可能な無孔性
のフィルムが挙げられる。
【０１５８】
　本実施形態の生理用ナプキン１０は、上記の構成に限定されるものではなく、種々の変
形形態であってもよく、他の構成部材を含むものであってもよい。例えば、防漏溝５を環
状ではなく、複数に分離した溝の組み合わせであってもよい。また、後方部Ｒに、着用者
の臀部を覆うように長く広がる後部フラップ部等を有するものであってもよく、股下部Ｃ
に、下着のクロッチに固定させる一対のウイング部を有するものであってもよい。さらに
、表面シート１上の縦方向（Ｙ方向）の両側に、排泄液の横漏れを防ぐ、撥水性のサイド
シートが配されていてもよい。また、裏面シート２の非肌当接面側に、下着に固定する粘
着部を有していてもよく、さらに該粘着部を剥離可能に覆う剥離シートなどがあってもよ
い。
　また、本実施形態の生理用ナプキン１０において、液膜開裂剤は、表面シート１に加え
て、更に他の部材に配置されていてもよい。
【０１５９】
　本発明の吸収性物品は、上記の生理用ナプキンに限定されるものではなく、排泄液を吸
収保持する種々のものとすることができる。例えば、パンティライナーや失禁パッド、お
むつ、尿とりパッドなどであってもよい。
【０１６０】
　上述した実施形態に関し、本発明はさらに以下の不織布の製造方法、表面シートの製造
方法及び吸収性物品を開示する。
【０１６１】
＜１＞
　熱融着性繊維を有する第１繊維層の片面に液膜開裂剤を付与する工程と、
　前記第１繊維層の前記液膜開裂剤を付与した面に、熱融着性繊維を有する第２繊維層を
積層する工程と、
　前記熱融着性繊維の融点以上の温度での熱処理によって前記第１繊維層と前記第２繊維
層とを熱融着によって接合する工程とを有する、不織布の製造方法。
＜２＞
　熱融着性繊維を有する第１繊維層の片面に、下記化合物Ｃ１及び下記化合物Ｃ２から選
ばれる１又は複数の化合物を付与する工程と、
　前記第１繊維層の、前記化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２から選ばれる１又は複数の化合
物を付与した面に、熱融着性繊維を有する第２繊維層を積層する工程と、
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　前記熱融着性繊維の融点以上の温度での熱処理によって前記第１繊維層と前記第２繊維
層とを熱融着によって接合する工程とを有する、不織布の製造方法。
　［化合物Ｃ１］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上で、水溶解度が
０ｇ以上０．０２５ｇ以下である化合物。
　［化合物Ｃ２］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きく、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力
が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物。
【０１６２】
＜３＞
　前記液膜開裂剤、又は、前記化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２から選ばれる１もしくは複
数の化合物を付与する工程において、前記液膜開裂剤、又は、前記化合物Ｃ１及び前記化
合物Ｃ２から選ばれる１もしくは複数の化合物を親水化剤と混合した状態で塗布処理を行
う、前記＜１＞又は＜２＞に記載の不織布の製造方法。
＜４＞
　前記熱融着性繊維の融点以上の温度での熱処理がエンボス圧着処理であり、該エンボス
圧着処理の後、熱融着性繊維の融点以下の温度での熱風処理を行う、前記＜１＞～＜３＞
のいずれか１に記載の不織布の製造方法。
＜５＞
　前記不織布が吸収性物品用の表面シートである、前記＜１＞～＜４＞のいずれか１に記
載の不織布の製造方法。
【０１６３】
＜６＞
　前記＜１＞～＜４＞のいずれか１に記載の製造方法によって製造される不織布を表面シ
ートとして用い、該表面シートの一方の面側に吸収体及び裏面シートを積層して接合する
工程を有する、吸収性物品の製造方法。
【０１６４】
＜７＞
　前記＜６＞に記載の製造方法によって製造された吸収性物品であって、前記表面シート
は厚み中間位置に、前記液膜開裂剤の配置部、又は、前記化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２
から選ばれる１もしくは複数の化合物の配置部を有している吸収性物品。
【０１６５】
＜８＞
　表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとに挟まれた吸収体を
有する吸収性物品であって、
　前記表面シートは厚み中間位置に、液膜開裂剤の配置部を有している、吸収性物品。
＜９＞
　表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとに挟まれた吸収体を
有する吸収性物品であって、
　前記表面シートは厚み中間位置に、下記化合物Ｃ１及び下記化合物Ｃ２から選ばれる１
又は複数の化合物の配置部を有している、吸収性物品。
　［化合物Ｃ１］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上であり、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下である化合物。
　［化合物Ｃ２］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きく、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力
が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物。
【０１６６】
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＜１０＞
　前記表面シートの厚み中間位置は、該表面シートの着用者肌側を向く面の表面及び吸収
体側を向く面の表面よりも内方の部分であり、好ましくは、表面シートの厚みを３等分し
た中央部分の領域であり、より好ましくは厚み幅の中心付近である、前記＜７＞～＜９＞
のいずれか１に記載の吸収性物品。
【０１６７】
＜１１＞
　前記表面シートが、複数の繊維層が熱融着によって接合された積層シートからなる、前
記＜７＞～＜１０＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜１２＞
　前記表面シートの厚み中間位置が、前記繊維層の間の境界面である、前記＜１１＞に記
載の吸収性物品。
【０１６８】
＜１３＞
　表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとに挟まれた吸収体を
有する吸収性物品であって、
　前記表面シートは前記吸収体側に、液膜開裂剤の配置部を有している、吸収性物品。
＜１４＞
　表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとに挟まれた吸収体を
有する吸収性物品であって、
　前記表面シートは前記吸収体側に、下記化合物Ｃ１及び下記化合物Ｃ２から選ばれる１
又は複数の化合物の配置部を有している、吸収性物品。
　［化合物Ｃ１］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上で、水溶解度が
０ｇ以上０．０２５ｇ以下である化合物。
　［化合物Ｃ２］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きく、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力
が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物。
【０１６９】
＜１５＞
　前記配置部を有する領域には、前記液膜開裂剤の非配置部、又は、前記化合物Ｃ１及び
前記化合物Ｃ２の非配置部がさらに設けられている、前記＜７＞～＜１４＞のいずれか１
に記載の吸収性物品。
【０１７０】
＜１６＞
　前記配置部は、前記表面シートの平面方向に複数ある、前記＜７＞～＜１５＞のいずれ
か１に記載の吸収性物品。
＜１７＞
　前記配置部を有する領域は、前記表面シートの厚み中間位置における平面方向又は前記
表面シートの前記吸収体側を向く面における、前記表面シートの平面方向全体の領域であ
る、前記＜７＞～＜１６＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
【０１７１】
＜１８＞
　前記表面シートの面積に占める、前記配置部の面積率は、前記表面シートの厚み中間位
置又は吸収体側を向く面よりも、前記表面シートの着用者肌側を向く面において小さく、
表面シート１の着用者肌側を向く面に配置部が無いことがより好ましい、前記＜７＞～＜
１７＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
【０１７２】
＜１９＞
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　前記配置部の面積率は、前記表面シートの厚み中間位置又は前記表面シートの前記吸収
体側を向く面において、５％以上７５％以下であり、１０％以上が好ましく、２０％以上
がより好ましく、また、６０％以下が好ましく、５０％以下がより好ましい、前記＜７＞
～＜１８＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜２０＞
　前記配置部の面積率は、前記表面シートの厚み中間位置又は前記表面シートの前記吸収
体側を向く面において、２０％以上５０％以下である、前記＜７＞～＜１８＞のいずれか
１に記載の吸収性物品。
【０１７３】
＜２１＞
　前記表面シートが親水化剤を含み、該親水化剤の配置量が、前記表面シートの着用者肌
側を向く面よりも、前記表面シートの吸収体側を向く面において多い、前記＜７＞～＜２
０＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
【０１７４】
＜２２＞
　前記表面シートの前記吸収体側を向く面における前記親水化剤の配置量の総量の、前記
表面シート１の着用者肌側を向く面における親水化剤の配置量の総量に対する質量比は、
１．２以上１７．３以下であり、１．７以上が好ましく、２．７以上がより好ましく、ま
た、９．１以下が好ましく、５．９以下がより好ましい、前記＜２１＞に記載の吸収性物
品。
＜２３＞
　前記表面シートの前記吸収体側を向く面における親水化剤の配置量の総量の、前記表面
シートの着用者肌側を向く面における親水化剤の配置量の総量に対する質量比は、２．７
以上５．９以下である、前記＜２１＞に記載の吸収性物品。
【０１７５】
＜２４＞
　前記液膜開裂剤の総量、又は、前記化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２の総量に対する前記
親水化剤の総量の質量比（前記親水化剤／前記液膜開裂剤又は前記化合物）は、３／１０
以上９／１０以下であり、１／２以上が好ましく、３／４以上がより好ましく、また、１
７／２０以下が好ましく、４／５以下がより好ましい、前記＜２１＞～＜２３＞のいずれ
か１に記載の吸収性物品。
＜２５＞
　前記液膜開裂剤の総量、又は、前記化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２の総量に対する前記
親水化剤の総量の質量比（前記親水化剤／前記液膜開裂剤又は前記化合物）は、３／４以
下４／５以下である、前記＜２１＞～＜２３＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
【０１７６】
＜２６＞
　前記液膜開裂剤の粘度、又は、前記化合物Ｃ１及び前記化合物Ｃ２から選ばれる１もし
くは複数の化合物の粘度は、０ｃｐｓ以上であって、６０００ｃｐｓ以下が好ましく、６
００ｃｐｓ以下がより好ましく、２００ｃｐｓ以下が更に好ましい、前記＜７＞～＜２５
＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
 
【０１７７】
＜２７＞
　前記親水化剤が、ノニオン界面活性剤、及び、表面張力４２ｍＮ／ｍ以上を有する化合
物から選ばれる１又は複数を含む、前記＜２１＞～＜２６＞のいずれか１に記載の吸収性
物品。
＜２８＞
　前記親水化剤が、フッ化炭素基よりも疎水性が低い疎水基を有する、炭化水素系ノニオ
ン界面活性剤及びシリコーン系ノニオン界面活性剤から選ばれる１又は複数を含む、前記
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＜２１＞～＜２７＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
【０１７８】
＜２９＞
　前記配置部は、前記吸収性物品の表面シートにおける受液領域に設けられている、前記
＜７＞～＜２８＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜３０＞
　前記受液領域は、吸収性物品が生理用ナプキン、尿取りパッド及び失禁パッドの場合は
、該物品の幅方向においては、該幅方向の長さを２等分する線から、左右幅方向２．５ｃ
ｍ以下の領域であり、長手方向においては、股下部Ｃの長手方向全域に配された領域であ
り、吸収性物品がおむつの場合は、該おむつの幅方向においては、該幅方向の長さを２等
分する線から、左右の幅方向３．５ｃｍ以下の領域であり、長手方向においては、おむつ
の縦方向を２等分する線から、前方部方向８．０ｃｍ以下の領域である、前記＜２９＞に
記載の吸収性物品。
【０１７９】
＜３１＞
　前記液膜開裂剤又は前記化合物Ｃ１が、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係
数が２０ｍＮ／ｍ以上で、水溶解度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、粘度が２００ｃ
ｐｓ以下である化合物を含む、前記＜７＞～＜３０＞のいずれか１に記載の吸収性物品。
＜３２＞
　前記液膜開裂剤又は前記化合物Ｃ１が、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係
数が２０ｍＮ／ｍ以上で、水溶解度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が２０
ｍＮ／ｍ以上３０ｍＮ／ｍ以下である化合物を含む、前記＜７＞～＜３１＞のいずれか１
に記載の吸収性物品。
【０１８０】
＜３３＞
　表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとに挟まれた吸収体を
有する吸収性物品であって、
　前記表面シートは厚み中間位置に、下記化合物Ｃ１及び下記化合物Ｃ２から選ばれる１
又は複数の化合物の配置部を有している、吸収性物品の液膜開裂のための使用。
　［化合物Ｃ１］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上であり、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下である化合物。
　［化合物Ｃ２］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きく、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力
が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物。
＜３４＞
　表面シート、裏面シート、及び前記表面シートと前記裏面シートとに挟まれた吸収体を
有する吸収性物品であって、
　前記表面シートは前記吸収体側に、下記化合物Ｃ１及び下記化合物Ｃ２から選ばれる１
又は複数の化合物の配置部を有している、吸収性物品の液膜開裂のための使用。
　［化合物Ｃ１］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が１５ｍＮ／ｍ以上であり、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下である化合物。
　［化合物Ｃ２］
　　表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数が０ｍＮ／ｍよりも大きく、水溶解
度が０ｇ以上０．０２５ｇ以下であり、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する界面張力
が２０ｍＮ／ｍ以下である化合物。
【実施例】
【０１８１】
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　以下、本発明を実施例に基づきさらに詳しく説明するが、本発明はこれにより限定して
解釈されるものではない。なお、本実施例において「部」および「％」とは特に断らない
限りいずれも質量基準である。また、拡張係数、界面張力、表面張力及び水溶解度は、前
述のとおり、温度２５℃、相対湿度（ＲＨ）６５％の環境領域で測定したものである。下
記実施例における、液膜開裂剤の表面張力、水溶解度及び界面張力は、上記で示した国際
公開第２０１６／０９８７９６号の段落［００１５］～［００２２］に記載の測定方法に
より行った。なお、下記表中における、「－」は、項目名に示される剤を用いないこと、
項目に該当する値を有さないこと等を意味する。また、「←」は矢印が示す隣接欄に記載
された内容と同じであることを意味する。
【０１８２】
（実施例１）
（１）不織布試料（表面シート試料の原料）の作製
　肌側層１７となる原料繊維不織布として、繊度１．２ｄｔｅｘで芯：ポリエチレンテレ
フタレート、鞘：ポリエチレン成分からなる同心タイプの芯鞘型複合熱融着性繊維を用い
てカード法によってカードウエブを製造し、これをエアスルー熱処理機にて熱風処理しシ
ート化し、坪量１８ｇ／ｍ２の肌側繊維不織布を準備した。非肌側層１８となる原料繊維
ウエブとして、繊度２．３ｄｔｅｘでポリエチレン及びポリプロピレンを２成分とするサ
イド・バイ・サイド型複合潜在捲縮性繊維を用いて坪量２２ｇ／ｍ２の非肌側繊維ウエブ
とを準備した。なお、用いた原料不織布及び原料繊維ウエブには、親水化剤が繊維質量に
対して０．４質量％塗布されていた。
　次いで、肌側繊維不織布と非肌側繊維ウエブとを積層し、特開２０１５－１８６５４３
号明細書に記載の実施例１と同様のエンボスパターンで上層繊維ウエブ側から超音波エン
ボス処理を行った。これにより、肌側繊維不織布と非肌側繊維ウエブとを融着接合する凹
状接合部１９を形成した。
　その後、非肌側層となる非肌側繊維ウエブ側の上方から厚み方向に、温度１１０℃の熱
風を、１０秒吹き付ける処理を行った。これにより凹状接合部１９、１９間の領域におい
て、非肌側繊維ウエブの潜在捲縮性繊維を捲縮させ、非肌側繊維ウエブを収縮させると共
に肌側繊維不織布を凸状に突出させ、図２に示すような肌側層１７と非肌側層１８とから
なる坪量７４ｇ／ｍ２の不織布を得た。得た不織布を、縦２２５ｍｍ×横７０ｍｍに裁断
し、本実施例１の不織布試料とした。
【０１８３】
（２）塗布液の調製
　下記液膜開裂剤からなる塗布液を作製した。
＜液膜開裂剤＞
　ＰＯＥ変性ジメチルシリコーン（信越化学工業株式会社製、商品名ＫＦ－６０１５）で
あって、構造Ｘ－ＹにおけるＸが－Ｓｉ（ＣＨ３）２Ｏ－からなるジメチルシリコーン鎖
、Ｙが－（Ｃ２Ｈ４Ｏ）－からなるＰＯＥ鎖からなり、ＰＯＥ鎖の末端基がメチル基（Ｃ
Ｈ３）であり、変性率が２０％、ＰＯＥ付加モル数が３。
　前記液膜開裂剤の、表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体に対する拡張係数等は、表１及び２
に示す通りであった。これらの数値は、前述の測定方法により測定したものであり、以下
の実施例及び参考例においても同様である。その際、「表面張力が５０ｍＮ／ｍの液体」
は、１００ｇの脱イオン水にノニオン系界面活性物質であるＰＯＥソルビタンモノラウレ
ート（花王株式会社製、商品名レオオールスーパーＴＷ－Ｌ１２０）をマイクロピペット
（Ｓｏｃｏｒｅｘ　Ｉｓｂａ　ＳＡ社製、商品名ＡＣＵＲＡ８２５）で３．７５μＬ添加
し、表面張力を５０±１ｍＮ／ｍに調整した溶液を用いた。また、水溶解度は、０．００
０１ｇ毎に剤を添加して測定した。その結果、０．０００１ｇも溶けないと観察されたも
のは「０．０００１ｇ未満」とし、０．０００１ｇは溶けて、０．０００２ｇは溶けなか
ったと観察されたものは「０．０００１ｇ」とした。それ以外の数値についても同様の方
法により測定した。
　前記液膜開裂剤の粘度は、前述の（液間開裂剤の粘度の測定方法）に示した方法により
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測定した結果、１６３ｃｐｓであった。
【０１８４】
（３）表面シート試料の作製
　前記不織布試料の非肌側層の表面（表面シート１の裏面１Ｂすなわち吸収体３側を向く
面）に対し、フレキソ印刷方式にて、前記塗布液を全面塗布し、実施例１の表面シート試
料を作製した。全面塗布であるので、裏面１Ｂ全面が液膜開裂剤の配置部１１となった。
すなわち、裏面１Ｂにおける、表面シート１の面積に対する液膜開裂剤の配置部１１の面
積率は１００％であった。
　表面シート試料の合計の繊維質量に対する塗布液の平均の配置割合（平均ＯＰＵ。以下
、配置割合１という。）、及び配置部１１における繊維質量に対する塗布液の配置割合（
配置部ＯＰＵ。以下、配置割合２という。）を、表１に示す通りとした。なお、表面シー
ト試料の繊維質量に対する不織布試料となる繊維ウエブに予め塗布されていた親水化剤の
平均の配置割合を、配置割合３といい、表面シート試料の繊維質量に対する親水化剤の平
均の配置割合を、配置割合４という。
　また、表面シート試料の合計の繊維質量に対する親水化剤と液膜開裂剤の平均の配置割
合（以下、配置割合５という。）を、表１に示す通りとした。
【０１８５】
（４）生理用ナプキン試料の作製
　次いで、生理用ナプキン（花王株式会社製、商品名ロリエエフ　しあわせ素肌　２２．
５ｃｍ、２０１６年製）から表面シートを取り除き、前記表面シート試料を、表面１Ａを
上にして積層した。積層の際、表面シート試料と吸収体との間に、ホットメルト型の接着
剤を、塗工坪量が４．０ｇ／ｍ２となるようにサミット状に間欠的に塗工して接合した。
さらに周囲をシールして固定した。
【０１８６】
（実施例２）
　液膜開裂剤の配置部を、縦ストライプパターンで形成した以外は、実施例１と同様にし
て実施例２の生理用ナプキン試料を作製した。
　このとき、配置部１１及び非配置部１２の長手方向は、表面シート試料の長手方向に向
けた（すなわち、表面シートとなる不織布試料製造時の機械流れ方向（ＭＤ）に向けた。
）。配置部１１の幅を１．２５ｍｍ、非配置部１２の幅を３．７５ｍｍとし、配置部の面
積率が２５％になるようにした。
【０１８７】
（実施例３、４）
　配置割合１、２及び５を、表１に示す通りに変更した以外は、実施例２と同様にして実
施例３、４の生理用ナプキン試料を作製した。
【０１８８】
（実施例５）
　塗布液を、不織布試料となる前の肌側繊維ウエブの非肌側面（非肌側繊維ウエブとの対
向面）に縦ストライプパターンで塗布した以外は、実施例２と同様にして実施例５の生理
用ナプキン試料を作製した。すなわち、液膜開裂剤の配置部１１を、表面シート１の厚み
中間位置に形成した。
　なお、肌側繊維ウエブは、熱風処理によって非肌側繊維ウエブとともに収縮する（ＭＤ
収縮率７６％、ＣＤ収縮率８６％）。このことを考慮して、配置部１１の縦ストライプパ
ターンを形成した。すなわち、配置部１１の幅１．４５ｍｍ、非配置部１２の幅４．３４
ｍｍとした。上記ＣＤ収縮率によって、表面シート試料における配置部１１の幅は１．２
５ｍｍ、非配置部１２の幅は３．７５ｍｍとなった。配置部１１の面積率は変わらず２５
％であった。配置割合１、２及び５は表１に示す通りとした。
【０１８９】
（実施例６～９）
　塗工液を肌側繊維ウエブの非肌側面の全面に塗布し、配置割合１、２及び５を表１に示
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す通りに変更した以外は、実施例５と同様にして実施例６～９の生理用ナプキン試料を作
製した。
【０１９０】
（実施例１０）
　実施例２で用いた液膜開裂剤と下記親水化剤とを室温２５℃の条件下で、質量比０．６
５（塗布液中の親水化剤／塗布液の総量）で配合して塗布液の調製を行った以外は、実施
例２と同様にして実施例１０の生理用ナプキン試料を作製した。
＜親水化剤（Ｄ２）＞
　ＰＥＧ（和光純薬工業株式会社製、商品名ポリエチレングリコール４００）
　　　質量平均分子量：４００
　　　表面張力：４２．８ｍＮ／ｍ
　　　融点：約６℃
　配置割合１、２及び５は表１に示すとおりとした。
【０１９１】
（実施例１１）
　配置割合１、２及び５を表１に示すとおりとした以外は、実施例１０と同様にして実施
例１１の生理用ナプキン試料を作製した。
【０１９２】
（実施例１２）
　実施例６で用いた液膜開裂剤と下記親水化剤とを室温２５℃の条件下で、質量比０．５
（塗布液中の親水化剤／塗布液の総量）で配合して塗布液の調製を行い、不織布試料とな
る前の肌側繊維ウエブの非肌側面（非肌側繊維ウエブとの対向面）全面に、配置割合１、
２及び５を表１に示すとおりにして塗布した以外は、実施例６と同様にして実施例１２の
生理用ナプキン試料を作製した。
＜親水化剤（Ｄ１）＞
　ＰＯＥ（９）ラウリルエーテル（花王株式会社製、商品名エマルゲン１０９Ｐ）
　　　質量平均分子量：５８２
　　　ＨＬＢ：１３．６
　　　融点：２０℃
【０１９３】
（実施例１３）
　液膜開裂剤としてＰＰＧで、構造ＸにおけるＸがＰＯＰ鎖からなるものであり、ＰＯＰ
基のモル数が５２のものを用いた以外は、実施例６と同様にして実施例１３の生理用ナプ
キン試料を作製した。
【０１９４】
（実施例１４）
　液膜開裂剤としてＰＯＰ変性ジメチルシリコーンで、構造Ｘ－ＹにおけるＸがＳｉＯＣ

２Ｈ６からなるジメチルシリコーン鎖、ＹがＣ３Ｈ６ＯからなるＰＯＰ鎖からなるもので
あり、ＰＯＰ付加モル数が１２のものを用いた以外は、実施例６と同様にして実施例１４
の生理用ナプキン試料を作製した。
【０１９５】
（実施例１５）
　液膜開裂剤としてトリカプリル酸・カプリン酸グリセリンで、構造Ｚ－ＹにおけるＺが
＊－Ｏ－ＣＨ（ＣＨ２Ｏ－＊）２（＊は結合部を示す。）であり、ＹがＣ８Ｈ１５Ｏ－や
Ｃ１０Ｈ１９Ｏ－の炭化水素鎖からなるものであり、脂肪酸組成がカプリル酸を８２％、
カプリン酸を１８％からなるものを用いた以外は、実施例６と同様にして実施例１５の生
理用ナプキン試料を作製した。
【０１９６】
（実施例１６）
　液膜開裂剤として液膜開裂剤として流動イソパラフィンを用いた以外は、実施例６と同
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様にして実施例１６の生理用ナプキン試料を作製した。
【０１９７】
（実施例１７）
　液膜開裂剤としてＰＯＰアルキルエーテルで、構造Ｚが－ＣＨ２－からなる炭化水素鎖
からなるものであり、Ｙが－（Ｃ３Ｈ６Ｏ）－からなるＰＯＰ鎖からなるものであり、Ｐ
ＯＰ基のモル数が１５のものを用いた以外は、実施例６と同様にして実施例１７の生理用
ナプキン試料を作製した。
【０１９８】
（実施例１８）
　液膜開裂剤としてエポキシ変性ジメチルシリコーンで、構造Ｘ－ＹにおけるＸが－Ｓｉ
（ＣＨ３）２Ｏ－からなるジメチルシリコーン鎖、Ｙが－（ＲＣ２Ｈ３Ｏ）－から成るエ
ポキシ基からなるものであり、変性率が３２％のものを用いた以外は、実施例６と同様に
して実施例１８の生理用ナプキン試料を作製した。
【０１９９】
（実施例１９）
　図８に示す凹凸形状を有する表面シートを構成する、肌側層である上層シート及び非肌
側層である下層シートとなる原料不織布を次の方法により作製した。すなわち、芯：ポリ
エチレンテレフタレート、鞘：ポリエチレン成分からなる非熱伸長性、かつ、非熱収縮性
である同心タイプの芯鞘型複合熱融着性繊維で、上層シートについては維度２．３ｄｔｅ
ｘ、下層シートについては繊度２．３ｄｔｅｘの繊維を用いて、特開２００４－１７４２
３４号公報に記載の方法に従って不織布を作製した。当該不織布の坪量は４１ｇ／ｍ２と
した。得た不織布を、縦４００ｍｍ×横１０５ｍｍに裁断し、本実施例１９の、上層シー
ト及び下層シートそれぞれの原料不織布とした。
　実施例１と同様の塗布液を、本実施例１９の上層シートとなる原料不織布の非肌側面（
下層シートとの対向面）の全面に塗布し、下層シートとなる原料不織布と積層して、図８
に示す接合部をエンボス処理により間欠的に形成して、本実施例１９の表面シート試料を
作製した。すなわち、液膜開裂剤の配置部１１を、表面シート１の厚み中間位置に形成し
た。配置割合１、２及び５は、表２に示す通りとした。
　次いで、ベビー用おむつ（花王株式会社製、商品名メリーズ　さらさらエアスルー　Ｍ
サイズ　テープタイプ、２０１７年製）から表面シートを取り除き、その代りに前記表面
シート試料を、表面１Ａを上にして積層した。その周囲を固定し、実施例１９のベビー用
おむつ試料を作製した。
【０２００】
（比較例１）
　実施例１における原料不織布試料（塗布液が配置されていない）を表面シート試料とし
た以外は、実施例１と同様にして比較例１の生理用ナプキン試料を作製した。
　比較例１の生理用ナプキン試料は塗布液由来の親水化剤を有さなかったが、原料不織布
試料には当初から親水化剤（塗布液由来でない親水化剤）が含まれており、生理用ナプキ
ン試料全体として親水化剤を有していた。
【０２０１】
（比較例２）
　実施例１９における原料不織布試料（塗布液が配置されていない）を表面シート試料と
した以外は、実施例１９と同様にして比較例２のベビー用おむつ試料を作製した。
　比較例２のベビー用おむつ試料は塗布液由来の親水化剤を有さなかったが、原料不織布
試料には当初から親水化剤（塗布液由来でない親水化剤）が含まれており、ベビー用おむ
つ試料全体として親水化剤を有していた。
【０２０２】
（参考例１）
　液膜開裂剤の配置部１１を有する面を表面シート試料の表面１Ａとした以外は、実施例
１と同様にして参考例１の生理用ナプキン試料を作製した。
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（試験方法）
（１）表面シートの液残り量
＜実施例１～１８、比較例１、参考例１＞
　各生理用ナプキン試料の表面上に、内径１ｃｍの透過孔を有するアクリル板を重ねて、
該ナプキンに１００Ｐａの一定荷重を掛けた。斯かる荷重下において、該アクリル板の透
過孔から経血に相当する上述の擬似経血６．０ｇを流し込んだ。擬似経血を流し込んでか
ら６０秒後にアクリル板を取り除いた。次いで、不織布試料の質量（Ｗ２）を測定し、予
め測定しておいた、擬似経血を流し込む前の不織布試料の質量（Ｗ１）との差（Ｗ２－Ｗ
１）を算出した。以上の操作を３回行い、３回の平均値を液残り量（ｍｇ）とした。液残
り量は、装着者の肌がどの程度濡れるかの指標となるものであり、液残り量が少ない程、
良い結果である。
＜実施例１９、比較例２＞
　各ベビー用おむつ試料を平面状に広げて肌側（表面シート側）が上を向くように水平に
載置した。この状態下に、４０ｇの人工尿を流速５ｇ／秒で注入後、１０分間放置すると
いう手順を、合計３回繰り返し行った後（合計１２０ｇ注入）、不織布試料の質量（Ｗ２
）を測定し、予め測定しておいた、人工尿を流し込む前の不織布試料の質量（Ｗ１）との
差（Ｗ２－Ｗ１）を算出した。前記生理用ナプキン試料における液残り量の測定と同様に
、以上の操作を３回行い、３回の平均値を液残り量（ｍｇ）とした。人工尿の注入箇所は
、吸収体の縦方向（長手方向）における腹側部側の端部から縦方向内方に１５５ｍｍ離間
した位置の横方向中央部とした。
 
【０２０５】
（２）表面シートの肌当接面側の表面のべたつき感
　各生理用ナプキン試料を、表面シートが表を向くように、はかり（電磁式はかり、研精
工業株式会社製、商品名ＧＸ－６１００）に固定し、人差し指と中指の腹を表面シートに
２～３ｋｇの荷重で押し当て、試験サンプルの縦方向１０ｃｍにわたり４０回往復させた
。その後、前記人差し指と中指の腹を親指の腹とこすり合わせ、基準として、比較例１（
液膜開裂剤の配置なし）を「５」、参考例１（液膜開裂剤の平均ＯＰＵ０．４質量％）を
「２」としたときの、試験サンプルのべたつき感を１～５で評価した。成人男女計４名（
男性２名、女性２名）の平均値をべたつき感の防止性に関する評価値とした。点数が高い
程、肌のべたつき感の防止性に優れることを示す。
　　５：感じない（比較例１と同等。）
　　４：どちらかというと感じない（べたつきを感じる訳ではないが、比較例１とは違い
を感じる。）
　　３：どちらかというと感じる（感じるが、参考例１よりは弱い。）
　　２：少し感じる（参考例１と同等。）
　　１：鮮明に感じる（参考例１よりも感じる。）
【０２０６】
　上記実施例及び比較例、参考例についての試験結果は下記表１及び２のとおりである。
【０２０７】
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【表１】

【０２０８】
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【表２】

 
【０２０９】
　表１及び２に示すとおり、液膜開裂剤を含まない比較例１では液残り量が１９８ｍｇ、
比較例２では液残り量が９９ｍｇであるのに対し、実施例１～１８における液残り量が比
較例１の約４～９割、実施例１９における液残り量が比較例２の約７割以下にまで低く抑
えられており、液膜の効果的な開裂が確認された。すなわち、実施例１～１９は、液膜開
裂剤における液残り低減効果の高いものであった。特に、実施例１０～１２では、配置部
が液膜開裂剤と親水化剤との両方を含むものであったため液の引き込み性を伴って、液残
り量が比較例の約半分以下となり、液の液残り低減効果がより高いものであった。
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　一方、参考例１では、液膜開裂剤が表面シートの表面（着用者の肌側を向く面）に配置
されていたため、比較例１よりも表面のべたつきを感じるものであった。
　これに対し、実施例１～１９では、液膜開裂剤を表面シートの裏面（吸収体側を向く面
）側又は厚み中間位置に配置されていたため、参考例１よりも、べたつき感の防止性が高
いものとなっていた。
　以上のとおり、実施例１～１９は、液残り低減と肌のべたつき感の低減とを同時に実現
できていた。
【符号の説明】
【０２１０】
１　表面シート
２　裏面シート
３　吸収体
５　防漏溝
１０　生理用ナプキン
１１　配置部
１２　非配置部
１３　表面シートの厚み中間位置
１７　肌側層
１８　非肌側層
１Ａ　表面シートの表面
１Ｂ　表面シートの裏面

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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